
Title 財政と経済的過程
Sub Title
Author 永田, 清

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1937

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.31, No.5 (1937. 5) ,p.657(1)- 695(39) 
JaLC DOI 10.14991/001.19370501-0001
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19370501-

0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


宫富

書定别四 崎 田

友正
圆 H

愛文
s 十二八

鈸 錢 面 頁 I ®

寶發店書波岩g | f 5 •行刊局版出塾義應慶

策 論 的 表 代 の 生 先 澤 福

明
治
文
明
の
建
設
者
の
一
人
紅
る
福
澤
先
生
は
、

一
面
に
於
て
明
.治
最
大
の
宵 

年
指
導
者
で
あ
る
。
慶
應
義
塾
を
創
立
し
て
無
數
の
俊
®
を
育
成
し
能
く
其
の
門
一 

下
ょ
り
各
方
面
の
第
一
人
者
を
楚
出
.せ
し
め
得
.た
る
所
以
は
、
實
に
其
の
火
の
如 

き
情
熱
と
海
の
如
き
抱
擁
力
と
搖
が
.ざ
る
こ

と
巖
の
如
き
信
念
と
に
ょ
つ
て
啻
年 

の
精
神
と
才
能
と
を
鼓
舞
し
仲
長
し
.陶
冶
し
訓
練
し
た
が
爲
に
外
な
ら
ぬo

今
や 

時
代
の
歩
み
切
り
に
急
を
吿
げ
有
爲
の
靑
年
將
に
起
た
ん
と
す
るQ

時
、
觀
み
て 

此
の
大
先
覺
の
言
說
に
■
く
の
必
要
愈
々
切
な
る
も
の
あ
る
は
識
者
の
齊
し
く
感 

ず
る
と
こ
ろ
、
近
年
の
讀
篑
界
に
福
澤
ル
ネ
サ
ン
ス
の
呼
聲
高
き
は
蓋
し
故
な
き
一 

に
非
ず
と
い
ふ
べ
き
で
あ
：る
。 

一

本
書
は
慶
應
義
塾
嫂
塾
の
精
神
と
赍
年
學
徒
の
心
得
及
び
先
生
の
道
德
思
俎
竝

|  

に
耐
會M

家
觀Q

.-K
要
を
知
る
に

M
な
ら
し
む
る
た
め
正
續
躍
全
集

十
.！：

卷

ょ

I  

り
其

.の
代
表
的
論
策
約
五
十■
を
故
萃
し
こ
れ
に
必
要
な
る
解
題
を
施
し
附
す
る

|  

に
略
傅
、
年
譜
、
參
考
書

E
錄
を
以
て
し
、
福
澤
硏
究
の
入
閃
書
と
し
て
最
も
手

I  

頃
な
る
小
册

P
に
編
凝
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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塾
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記c
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四
篇
'

第
三
章
慶
應
義
熟
の
學
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塾
政
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自
治
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六
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四

章

處

世

訓

中
維
留
別
の
書C

外
十
三
餘)  

i

第
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章
社
會
國
家
觀

丁

a

公

論

c

外
六
8

第
六
章
P

,
德

觀
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女
突
際
論C

外
九
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附

錄略

俾
•
，

諮•  
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參

考

書

目
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一

’
，眸

の

聚

3 1

K

u

i

l

■
、し'
'場Js
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養
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—

田

_

會

：_
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第

三

十
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卷
：

‘

.
'
第

五
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財
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政
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€

經

濟

的

，
過

程

水

田

淸

-

-;
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>
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c
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•

，塗

：i

濟

と

某

質

的_

び

贫

て

ゐ

る

。.財
政
s

民
s

の

證

か

ら

離

矣

獨|

|

ま

る

盆
|

|

る
。 

然
ら
ば
と
:0
本
赞
的
掘
聯
は
荷_

ら
生
じ
.て
來
る
か
。
：

財
政
は
經
濟
的
手
段(

財

貨

•
勤

薩

强

制

社

會

體

に

流

入

•
流

出

す

る

現

象

で

ぁ

る

が

ら

、

其
は
先
づ「

財」

の
篇
過
堅
に
於
て
一 

般

漘

組

顧

と

結

漭

茗

れ

セ

I

。
■

■
'
の
i

,
消
費
は
.

..I

彥
經
濟
組
織
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
.理
解
さ
れ
な
い
。
即
ち
與 

ベ
：ら

装

る

奮

S

を

養

走

て

、

」
「

財

し

I

f
考
へ
ら
れ
る
.

の
：，

で
I

。
さ
ぅ
し
て
^
 

翁

す

る

漂

は

と

篇

貨

猸

漂

キ

濯

に

外

な

ら

ぬ

。
f

て
財
政
は
廣
く
み
t

全

讓

の

一

，
弧

で

ぁ

る

。

.

驸

政

で

經

濟

的

過

.程

 

，
c

六
五
七
V



政
I

l

f

、
 

'
.
• 

■ 

n

 

.

1
 

八)

t

の：

一'豐

篇

菜

j
«
具
體
的M

爾

美

み

よ

ぅ

o
'

第
に
財
貨
流
入
の
部
面
を
財
政
收
入
の
形
式
に
っ
い
て
い
ふ
と
、
其 

は
.本

.1
1
的
收
:^
と

派

.^
的
收
^

^
に
分
け
^
れ
^
0
先
づ
本
源
的
收
入
は
所
謂
官
業
及
び
官
有
財
產
收
^

宫
業
の
活
叻
及
び 

.1目
有
财
產
の
所
有
は
：.
現
代
•に
.於
て
は
，.
.資
本
主
義
的
經
濟
組
織
を
前
提
と
_し
て
：.成
立
し
'て
ゐ
る
。
.即

ち

官

業

及

び

_官

有

財

產

收

人

は 

表
面
5

に
は
國
家
獨
自
の
所
謂
漱
經
濟
：§
收
入
_で
.は
あ
る
が
、
'本
質
的
に
は
一
般
經
濟
組
織
に
織
り
込
.ま
れ
た
國
家
活
動
を
繞
る
收
入 

形
瀨
に
外
な
ら
ぬ
'
?
次
に
派
隹
的
收
入
の
主
要
な
る
も
の
は
租
稅
A
ム
課
で
あ
る
が
、
是
は
旣
に
.

市
場
經
濟
機

構

に

於

て

坐
起
せ
る「

讨」 

を
國
家
權
カ
に
よ
つ
て
强
制
的
に
，調
達
す
る
收
入
で
あ
る
。
さ
ぅ
す
る
今
租
稅
A
ム
課
の
前
提
に
は
、
明
ら
か
に
市
場
經
濟
組
織
の
中 

に
於
る「

財」

の
生
起
が
證
さ
れ
て
ゐ
る
。
謂
は
C
市
場
經
濟
を
繞
る
財
貨
循
環
の
一
部
分
が
國
家
の
强
制
獲
得
經
濟
に
よ
つ
て
國
家 

機
#

を
通
過
し
こ
れ
が
租
税
•
公
課
の
財
政
收
入
形
式
と
な
る
と
い
ふ
に
す
ぎ
ぬ0

一
 

定
の
生
產
關
係
の
上
に
生
起
せ
る
財
の
一
部
分 

を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
生
齑
關
係
を
無
視
し
て
は
財
の
本
體
を
把
捉
す
.る
こ
と
が
出
来
な
い
。
祖
稅
と
い
ひ
公
課
と
い
ふ 

も
*
其
は
財
政
收
入Q

形
成
で
あ
っ
て
、
そQ
本
體
は
あ
く
ま
で
秦
會
的
に
生
産
さ
れ
.た
る
財
で
あ
る
。
斯
様
に
租
税
•
公
課
を
社 

會
價
値
の
一
部
と
し
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
、
財
政
と
經
濟
紐
織
と
の
本
質
的
關
聯
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
。
猶
ほ
派
生
的
次
、
の
^
 

式
と
し
て
公
偾
•
ィ
ン
フ
レ
エ
シ
ョ
ン
の
如
き
收
入
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
市
場
經
濟
組
織
と
の
連
繫
を
斷
ち
切
つ
て
成
立
し
得
る
も 

の
で
は
な
い
寧
ろ
こ
れ
等
收
入
は
市
場
經
濟
の
動
き
、
金
融
市
場
の
狀
態
に
依
#
す
る
こ
と
最
も
大
で
あ
るo

斯
く
て
國
家
邋
權
て 

流
入
す
る
.如
何
な
る
收
入
形
態
を
分
析
し
て
み
て
も
、
そ
の
結
果
は
常
に
財
政
と
經
濟
■

と
の
結
翕
係
•に

壓

す

る

。

第
二
に
財
流
出
の
部
面
を
み
I

、
國
家
の
收
入
は
國
家
の
_

と
し
て
稗
び
一
般
經
濟
機
構
中
.に
放
出
さ
れ
る
。
雲
は
そ
り
邏

能S

遂
行
上
、，
財
貨
i

を
必
要
參
るO

 

f

財
貨
I

の
代
償
と
し
て
經
費
が
支
出
さ
れ
る

の

でI

,

斯
く

し

.

て
一
旦
國
家 

收
入Q

形
態
で
讓
機
權
の
中
に
這
り
込
ん
.だ
瓧
會
慣
値
は
、
辟
び
.財
貨
I

を
求
め
て
5

經

濟

組

織

中

に

流

学

こ

、
に
經 

費

支

出

の

證
.に
於
け
る
財
政
と
經
濟
急
結
合
關
係
が
認
め
ら
れ
る
P
無
論
經
費
流
出
の
方
向
は
國
家
の
行
爲

•

機
能
に
よ
つ
て
決 

窆

れ

る

0
從
つ
て
如
何
な
4
部
面
に
政
府
の
資
裔
が
放
出
さ
れ
る
か
は
、

一
.に
國
家
機
能
の
活
動
狀
態

に
碧

さ

れ
る

譯

で

ぁ

る

。 

例
へ
ば
國
家Q

軍
事
的
活
動
が
盛
ん
で
ぁ
れ
ば
、
軍
事
費
と
し
て
の
經
費
畜
が
S

と
な
り
、
從
つ

て

財

政桌
需
品
生
產
關
係
と 

の
間
は
レ
よ
い
よ
密
接
と
な
つ
て
來
る
。
ま
た
附
會
費
と
し
て
，の
經
費
支
出
が
多
く
な
れ
ば
、
社
會
保
險
費
•勞
働
麗
費
と
し
て
政
府 

I

金
が
放
出
さ
れ
、
こ

善

I

I

I

が
起
つ
て
來
る
I

る
？ 

f

に
，ピ

|

從

つ

て

經

費

を

實

質

的

經

費

と 

移
轉
的
經
f

に
分
け
て
考
へ
v

t

と
、
經
■

出
を
通
じ
て
現
れ
る
財
政
S

濟
的
作
用
が
f

定

な

る

。

即
ち
實
質
的
經
費 

は
財
，貨

•

_

を
取
得
す
る
目
的
I

て
市
場
.に
直
接
支
桃
は
れ
、
ま

た
對
外
债
務̂
^
^

出
す
る
。
：そ
の.

市
場
經
濟
.

|

ぼ
す
作
用
は
直
接
的I

る
。
，
管
に
移
轉
的
經
费は

恩
給
i
•
補

I

獎
勵
金
•
内

署
 

の
支
拂
と
し
て
、
そ
の.

ま
A

民
經
濟
■

けI

人
.の
手I

流
す
る
。
，
こ
の
經
费
^

國
內
に
於
ける
i

力
I

制
的
に
移
轉
す
I

に
t

。
然
し
こ
れ
が
直
接
に
財
貨
•
勤
f

消
費
し
な
い
か
I

言
つ
て
、
其
國 

民
S

に
及
ぼ
す
作
用
が
：現
れ
な
い
と
s

f

は
：な
い
。
.職
貢
力
I

制
的
移
轉
は
所
得
の
.配
分
關
係
を
變
更
せ
し
t

o

所
得
の 

配
I

係
が
變
I

と
は
直
ち
に
國
民
經
濟
に
反
.映
す
る
。
だ
か
ら
移
轉
的
經
費
は
所

得

の

(

配
分
關
係
を
左
右
す
る
點
で
國
民
經
濟
に 

間
接
的
S

I

る
の
で
I

。
斯
く
I

費
は
國
民
經
濟
S

し
、
そ

f

馨

的

8

 

三

S

S



鑛

蠢

濟

的
.

—
 

四

(

.六
六
8

_

ぞ
0
:額

管

於
.で
直
接
的̂
間
接
的
影
響
を
及
ぼ
す
と
曝
は
な
け
れ
ぼ
反
ら
ぬ

^
こ
の
作
用
ゝ
と̂
影

響

は

と

^

^

な

ほ

さ

ず

經

費 

を
繞
る
財
政
と
ニ
鎰
經
濟
組
織
と
の
#
換
私
な
關
_
を
物
語
つ̂.
:
ゐ
石
9 

4
 

, 

■•
.斯
く
の
如
ぐ
し
て

「

財」

若
し
.く
は
其
公
分
母.た
各
貨
幣
的
考
察
に̂:
;
る
收
人
：.支
出
5:
:
通
じ
て
>
財
政
と
經
濟
と
の
結
合
關
係
が
吧
ら

か
に
免
&'
れ
ー
た
，
\
'.

\
パ
丨
^̂

.
•
:
'
. 

.
•
. 

. 

. 

- 

次
に
吾

や
.は「
財」
の
流
出
入
する
强
制

社
會
體を
分
析
す.る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
こ
の
結
合
關
係
を一

•勝
明
瞭
に
し
な

如
何
な
る
强
：制
社
會
：體
も
其
が
歷
史
的
反
龜
程
‘に
於
て
.現
れ
る
一
個
の
經
驗
對
象
.で
あ
.る
限
り
伋
常
に
一
定
の
經
濟
挪
歡
を
前

提

す

る
。
即
ち
經
濟
組
_

を
銮
底
ど
す
る
^ ,
カ
關
係
が
强
制
社
會
體
の
内
容
.を
規
定
し
て
.ゐ
る
の
で
|>
.る
0
さ
ぅ
す
る
と
强
制
If
c
會
！s

は
そ

の
.柳
成
内
容
を
逋
じ.て
常
に
一
定
の.經
濟
組
織
に
寒
く
勢
力
關
係
に
還
元
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
0
こ
6
こ
と
は
明
ら
か
に
財
政
の
主
體
と

經
濟
組
織
と
の
結
合
を
意
味
し
て
ゐ
?>
:
0

尙
ほ
國
家
を
.理
念
的
な
存
在
と
し
て
み
て
も
、「

財」

の
流
出
入
の
過
程
に
於
て
現
は
れ
る
國

家
は
全
く
經
濟
的
に
構
成
せ
ら
れ
た
る
經
濟
單
’位
に
外
な
ら
ぬ
マ
即
ち
こ
の
場
合
國
家
の
本
質
は
經
濟
外
的
な
內
容
に
ょ
つ
て
規
定
さ

れ
て
ゐ
る
，が
、
財
政
部
面
?:
;

通
じ
て
現
れ
る
國
家
はT
個
の
經
濟
組
織
の
把
持
者
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
o
從
つ
て
財
政
ひ
主

if

體
と
し
て
の
國
家
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
通
’じ
て
經
濟
外
的
領
域
に
在
る
こ
と
が
出
来
ぬO  

,

從
來
の
財
政
學
は
財
政
の
生
體
た
る
强
制
社
#
體
を
分
析
す
る
こ
と
が
尠
か
つ
た
？
，寧
ろ
與
へ
ら
れ
た
る
前
提
と
し
て
，
之
を
論
究 

の
外
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
然
し
財
政
の
主
體
に
對
す
.る
明
確
な
認
識
が
な
け
れ
ば
、
財
政
を
芷
し
ぐ
把
捉
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。 

從
來
0
財
政
學
は
先
づ
こ
の
點
で
大
き
な
欠
陷
を
暴
露
し
て
ゐ
る
0
.

そ
こ
で
最
近
に
興
り
っ
\
あ
る
財
政
社
會
學
は
こ
の
方
闵
に
向
つ

て
財
政
學
グ
擴
充
を
遂
げ
よ
ぅ
と
す
る
。
總
じ
て
財
政
社
會
學
者
と
稱
せ
ら
れ
る
者
は
*
そQ

說
く
と
こ
ろ
が
各
々
異
っ
て
ゐ
る
に
も 

拘
ら
ず
、
財
政
現
象
甚
家
其
他Q

公
共
團
體
の
經
濟
的
現
象
と
し
て
遊
離
的
に
取
扱
ふ
こ
と
を
避
け
、
こ
れ
を
全
社會
機
構
と
の
關 

聯
に
於
て
認
識
理
解
せ
ん
と
す
る
。
こ
の
ー
點
に
於
て
は

、

あ
ら
ゆ
る
財
政
社
會
學
者
が
一
致
し
て
ゐ
る
と
言
っ
て
好

い

。

財
政
を
社 

蠢

構

と

i

聯
か
ら
說
く
と
す
れ
ば
、
問
f

l

財

政

盡

.に
集
中
せ
ざ
る
を
得
な
い
。だ
か
き
そ
ゴ
才
ル
ド
シ
ャ
ィ
ド
は
、 

「

财
政
报
會
學
の
最
も
重
要
な
る
_

は
公
的
財
政
と
讓

と

の

關
係
の
研
究
で
あ
る
が
、今
日
ま
で

財
政
學
と
國
家
論
と
の
關
聯
が
輕 

視
さ
ォ
た
爲
め
國
家Q

機
能
は
主
と
し
て
其
家
計q

機
構
に
依
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
、
豫
算
は
同
時
に
有
ら
ゆ
る
觀
念
蓮
の
粉
飾
を 

脫
き
棄
て
た
國
家Q

骨
組
み
で
あ
る
こ
為

理

解

さ

れ

な
.か
っ
た」

と
謂
っ
て
ゐ
る
。
斯
く
し
て
.彼

れ

は

國

寶Q

中
に
財
政
の
跡
を 

温
ね
、
財
政
と
國
家
と
の
關
聯
を
究
明
す
る
こ
と

.に
よ
っ
て
財
政
學
の
擴
奢
企
圖
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ゴ
オ
ル
ド
シ
ャ
ィ
ド
の
时
政
學 

が
政
治
社
會
學
的
財
政
學
と
稱
せ
ら
れ
る
所
以
で
1

C

財
政
社
會
學
の
發
展
を
割
す
.る
ズ
ル
タ
ン
も
亦
、
殆
ど
同

じ

方

向

.
へ

進

ん

で 

ゐ
る
。
彼
れ
に
よ
る
と
、
今
日
社
會
的
•
政
治
的
7

ン
ト
I

た
な
い
經
濟
理
論
を
打
ち
樹
.て
る
こ
と
は
不
可
能
であ
る
。
こ
の
こ 

と
は
財
政
理
論
に
於
て
特
i

だ
し
い
。
政
治
的
モ
メ
ン
ト
は
最
早
、理
論
の
證
上
必
然
的
な

も
の
で
あ
る
。
故
に
彼
れ
は
、財
政
理 

論

の

謹

は

、
そ
れ
が
政
治
的
モ
'メ
ン
ト

傷

造

的

•
繫

的

顧

慮

の

普

謂

•理
論
的
任
務
を
艰
た
す
た
め
に
適
當
な
る
進
路
を
そ
れ 

自
身
に
於
て
.示
す
こ
と
だ
と
謂
ふ
。
IJ
I
.代
の
'國
家
と
經
濟
と
は
、
.理
論
と
意
識
と
.の
.對
立
に
拘
ら
ず

、
現
代
社
會
機
_

の
同
一
根
签
か 

ら
並
行
的
I

腿
す
る
も
の
で
あ
る
。
財
政
社
會
擧
は
こ
の
對
立
を
克
服
す
る
も

.の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
な

ち
ば
、
財
政

紫
 

學
k:
於
て
は

..
國
家
と
經
濟
^

の
結
合
關
係
に
適
應
す
る
構
造
.が
問
'題
i
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
れ
は
斯
る
.構
造r

定
ぇ
と

レ
て 

財
f

經
濟
的
過
程 

.五

s

c
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國
家
と
經
濟
との

.：

統
合
を
說
い
て
ゐ
る
。
.斯
く
て
ズ
ル
タ
ン
の
財
政
社
.#
擧
i

軸
を
な
す
も
の
は
こ

の
國
家
と
經
濟
と
の
統
合
概
念 

で
あ
る
o 

:
國
家
と
經
濟
と
の
.統
合
を
邀
底
と
す
るy

と
は
、
財
政
學
の
.硏
究
を
財
政
主
體
の
一
.點
に
集
中
す
る
.こ
と
に
な
るo

ズ
ル
タ 

ン
の
財
政
：社
會
學
は
ゴ
オ
ル
ド
シ
ャ
イ
ドQ

そ
れ
に
此
し
て
遥
か
に
輕
濟
關
係
を
重
視
し
て
ゐ
る
と
は
い
へ
、
財
政
學
發
M
の
契
機
を 

財
政
主
體
の
分
析
に
お
い
て
ゐ
る
點
で
、
同 

ー_方
向
を
望
む
も
<7
>
、と
謂
つ
.
.て
.好
い
。

:
無
論
財
政
金
般
の
正
し
い
認
識
の
た
め
に
.は
、
財
贬
中
：體
の
分
析
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
0
更
ら
に
こ
れ
を
^
じ
.て
一
般
經Ir

a

織 

と
の
關
聯
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
.で
あ
る
。
.然
し
財
政
社
會
學
者
が
財
政
學
發
展
の
一
つ
の
方
向
と
し
て
國
家
機
構
の
分
析
に
進
ん 

で
ゐ
る
こ
と
は
極
め
て
正
し
.い
。
蓋
し
嚮
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
財
政
、

H-:

體
に
對
す
る
明
確
な
る
議
が
な
け
れ
ば
、
財
政
現
象
を
芷 

し
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
か
.ら
で
あ
る
。
斯
く
て
吾
々
は
近
時
の
財
政
社
會
學
に
ょ
つ
て
財
政
と
社
會
機
構
と
の
關
聯
を
明
ら
か 

に
し
つ
、
あ
る
。
さ
う
し
て
是
が
財
政
學
發
展
の
一
つ
の
方
向
で
あ
る
こ
と
疑
ひ
な
い
？
か
や
う
.に
財
政
社
會
擧
の
向
ふ
と
こ
ろ
が
正 

し
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
國
家
機
_
を
通
じ
て
財
政
と
經
濟
組
織
と
の
間
に
必
然
的
關
聯
の
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
ゐ 

る
？

:
以
上
私
は「

財」

の
流
動
を
通
じ
、
ま
た「

財」

の
流
出
入
す
る
社
會
體
を
通
じ
て
、
財
政
と
經
濟
と
の
連
繫
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の 

爾
紫
の
有
機
的
關
聯
は
今
更
問
題
に
す
る
迄
も
な
く
自
明
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
枸
ら
ず
、
こ
の
關
係
が
硏
究
蓉
の
注
目
を
惹
か 

な
.か
つ
た
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
其
處
に
は
何
等
か
の
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
惟
ふ
に
從
來
の
財
政
學
者
は
M
IE
J
C
學
自
體
の
擧 

問
的
自
立
性
を
急
い
で
、
狹
隘
な
る
領
域
の
：上
に
確
^

た
る
體
系
を
打
ち
樹
て
よ
う
と
し

.た
。
そ
の
た
め
財
政
と
一
般
經
濟
M

辙
と
の

政
學
•國
家
學
•
經
濟
學
.
0

1
的
完
成
へ
の
努
力
が
余
り
に
顯
著
：で
あ
っ
た
爲
め
、
以
上
の
結
合
關
係
が
見
失
は
れ
た
の
で
あ
る
。
然

し
吾
々
は
署
に
、
何
故
I

f

硏

究

璧

が
I

V

來
た
か
、
換
言
す
れ
ば
、
何
故
？
 

Q
I

的
硏
究
が
成
立
し
得
た
か
の
1
 

會
的
因
由
を
つ
き
と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

•

:(

註)

ゾ
ォ
ル
r
v
ャV

ド
の
財
政
I

學
にっい
て

t
r

馨

「

現
代
財
駿
Q

I

」

G

I
書店刊

S

證

章

肅

。

:

ズルタ
ンの財
政

社
會
學
に
つ
い
て
-

は
、
前
掲
拙
著
第
六
章
參
照
。

11

國
家
財
f

1

般
l

々
Q
有
機
的
關
聯
が
鏡
さ
れ
た
根
本
的
當
は
、

一
I

本
制
市
場
に
於
け
る
財
政
£

_
Q

_

で
あ 

る
。
即
ち
資
本
制
_

の
鼻
的
麗
が
極
め
て
顯
著
で
あ
っ
た
自
由
主
義
下
に
於
て
は
、
財
政Q

も
っ
意
味
は
極
め
て
否
定
的
•
肖 

極
的
で
あ
.っ
た
。
そQ
f

y

財
政
は
之
を
資
本
制
市
場
に
織
"
込
ん
で
考
へ
る
ほ
どQ

腿
力
を
も
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
良
が
研
究 

者
を
し
て
財
政
と
經
濟
と
の
有
機
的
結
合
を
無
視
せ
し
め
た
根
本
理
由
で
あ
る
。

無

論

，近

世

に

於

：け

盖

本

的

な

I

は
國
家
I

I
.

ら
、
國
家
$

:

f

す
る
財
政
は
資
本
制
惠
に
於
5

め
5

要
な
る
贫

割
を
演
じ
て
來
た
。
特
に
資
本
制
憲
の
誕
康
に
於
て
は
、
資

本

主

義

震
i

地
を
造
る
た
め
に
、
ま
た
資
本
制
_

|

開
の

&

緖
をE

S
X

た

め

に

，國
家
は
：蕖
活
撥
な
る
活
動
を
つ
！̂
け
た
。
こ
の
こ
と
は
重
商
裏
時
代
の
國
家
に
よ
る
資
本
の
原
始
雲
を 

想
へ
■ば
充
分
：で
あ
ら
ぅ
。

I

S

I

I
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然
る
？に
'資
本
の
自
律
的
活
動
が
强
ヵ
に
.な
つ
て
來
る
と
、
國
家
0
經
濟
的
活
動
が
資
本
制
市
場
に
及
ぼ
す
作
用
は
少
く
と
も
間
接
的 

と

^

:

つ

た

o

，
さ
う
し‘て
自
律
的
活
動
0:
旺
.盛
と
.な
つ
^
資
本
由
_

が
要
求
す
る
'も
0
は
自
由
，虫
_

で
あ
0
た
0,
.重

商
主
義
と
結
び
っ
く
.
 

鐘

生

.
S

は
既
ね
早
く
英
•佛
に
於
て
揚
棄
せ
ら
れ
、
自
甶
主
篛
が
こ
れ
に
代
つ
泠
：：

特
忙
莢
國
：に
.於
て
は
、
こ
の
：自
由
主
義
は
第
十
八 

'1
1
紀
：に
.支
^
的
思
想
と
.な
り
：
第
十
九
世
紀
に
ー
は
.ブ
盤
^

哲
學
.と
し
.て
生
れ
た
自
由
中
：義
は
、
'封
建
的
拘
束
の
打
破
、::
'

'

自
由
な
る
經
濟
活
動
の
確
保
を
■目
的
と
す
る
も

の

で

あ

る

。

即
ち
經
濟
勺 

自
由
主
義
社
資
本
の
自
由
な
る
活
働
を
要
求
し
、
こ
：.の)

要
求
は
政
治
的
自
由
の
要
求
と
合
し
て
議
會
政
治
を
成
立
.せ
し

め

た

。

さ

う

し 

て
こ
の
議
會
政
治
が
謂
は
r
自
由
の
城
砦
と
な
'つ
た
の
で
あ
る
。

斯
様

督
由
裏
下
に
於
け
る
國
家
の
機
能
は.、

.自
由
競
雪
保
障
し
、單
，に
法
治
國

家

芒

て

の
法

律

的
•政

治

的

機

能

を

達

成

す

 

る
こ
と
に
限
ら
れ
た
。
即

時

代

に

於

け

る

讓

活

動

霊

詈

的

は

資

本

Q

利
S

殖
力
が
全
幅Q

作
用
を
發
輝
す
るた
め
の 

秧
序
の

| |
:
^
で
あ
つ
た

»0
國
家

_の
機
能
が

^
く
の
如
く
壓
縮
さ
れ
る
と
、
そ
の
活
動
を
樞
軸
と
す
る
財
政
も
自
ら
資
本
制
市
場
の
經
濟 

機
權
疋
獎
丄
て
甚
だ
消
極
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

or
國
家
は

■私
人
の
創
意
を
鲂
げ
な
い
や
う
に
、
そ
の
活
動
を
出
來
得
る
.̂
り
_
廷 

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
國
家
は
ま
た
資
本
の
蓄
積
過
程
を
阻
礙
せ
ぬ
や
う
に
節
約
し
た
經
濟
を
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ

」
(

1)

の
で
あ
るo

(

1

)
N

a
c
h
im

s
o
n
'D

ie

 s
tlw

irts
c

h
a

fv
s
.  

la
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勿
論
こ
の
場
合
と
雖
も
、
國
家
財
政
と
資
本
蓄
積
の
，機
構
と
が
引
き
離
さ
れ
た
と
い
ふ
の
で
は
な
い
o

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
兩
考 

の
結
合
に
ょ
っ
て
财
政
も
成
究
し
た
し
、
.資
本
蓄
積
も
進
行
如
た
？
た
ぐ
資
本
制
由
產
に
對
ず
る
國
家
の
指
遵
的
役
割
が
後
退
し
、
_足

っ
，て
財
政
の
作
用
も
間
接
的
援
護
に
す
ぎ
為
く
な
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
即
ち
會
て
は
國
家
財
政
を
通
じ
て
資
本
育
成
の
積
極
的
作 

用
が
意
阓
せ
ら
れ
た
が
、
.こ

の
時
代
に
於
て
は
、
財
政
を
通
じ
て
市
場
機
得
の
變
化
を
求
め
る
や
う
な

こ
と
は起
ら

な
か
つ
た
。
寧
ろ 

財
政
は
資
本
制
市
場
の
自
働
的
發
展
を
妨
げ
な
い
や
う
に
調
盤
せ
ら
れ
、
か
や
う
な
調
整
‘の
も
と
に
資
本
蓄
積
の
健
全
な
る
進
行
を
看 

守
っ
て
居
つ
た
の
で
あ
る
、1)

？
即
ち
經
濟
機
糨
に
對
し
て
も
っ
斯
く
の
如
き
財
政
の
：消
極
性
が
、
財
政
と
經
濟
と
の
結
合
f

を
明 

ら
か
に
す
べ
き
意
義
と
興
味
と
を
喚
び
起
さ
な
か
つ
た
.の
で
あ
ら
う
。
：

丨C
1)

■
崎
稔
敎
授
1
景
氣
論J

第
七
章
第一

節
參
照
.

■

然
る
.に
資
本
の
蓄
積
過
程
が
い
よ
い
よ
進
行
す
る
に
及
び
、
國
家
の
機
能
は
從
來
の
狹
い
領
域
に
と
を
ま
る
こ
.と
が
出
來
な
く
な
っ 

て

行

.つ

た

々

即

ち

資

本

が

漸
次
蓄
積
せ
ら
れ
てM

火
•な
る
資
本
が
現
れ
る
と
、
こ
の
資
本
は
國
家
機
能
の
强
化
を
.要
求
す
る
。
さ
う
し 

て
自
由
競
爭
に
よ
，っ
て
膨
れ
.土
っ
た
資
本
、
弱
小
資
本
を
併
呑
せ
る
獨
占
資
本
は
、
資
本
主
義
の
此
段
階
に
於
て
强
力
な
，る
國
家
權
力 

に
來
賴
し
て
來
石
。
た
r
に

階
級
對
立
の
激
化
に
よ
る
社
會
機
*

の
變
化
，に
よ
る
の
み
で
な
く
、
M

ら
に
各
國
資
本
の
獷
大
が
齎
ら
す 

國
際
經
濟
戰
の
激
化
に
邀
く
の
で
あ
る
。
資
本
の
國
際
的
競
爭
が
劇
し
く
な
る
と
、
獨
占
資
本
は
强
力
な
る
國
家
を
要
乘
す
る
。
即
ち 

國
內
的
■に
は
.'
'
獨
占
に
よ
る
競
#

の
棑
除
、
ァ
ゥ
ト
サ
ィ
ダ
ァ
の
彈
擬
、
勞
銀
引
上
鬪
争
の
制
腿
が
必
要
と
.な
り
、
ま
た
外
國
資
本
に 

對
抗
.し
て
關
税
を
引
き
上
げ

得
る
强
カ
國
家

.が

必

要

と

な

る
。
.吏
ら
に
國
外
的
に
は
-
世
界
の
■科
る
處
に
於
て
.干
渉
す
る
こ
'と
が
出
来
、 

以
て
全
*

界
を
自
國
資
本
の
た
め
の
投
資
部
固
に
變
じ
、
最
后
に
、
膨
脹
政
策
を
遂
行
し
.て
新
植
民
地
を
自
國
に
合
體
.し
得
名
ほ
ど
の 

.强
き
國
家
を
：
.必
要
と
す
る
c
i
o
.

斯
く
て
力
ル
テ
ル
化
し
た
資
本
は
國
家
が
此
資
本
を
扶
助
し
、
M
ら
に
進
ん
で
直
接
こ
れ
に
奉
仕
し
- 

-M
政
ミ
經
濟
的
過
：程 
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そ
の
た
め
，に
國
内
市
場
を
保
障
し
、
外
國
市
場
を
征
服
す
べ
き
任
務
を

之

に

要

求

す

る
。
.

：

r

：
自
由
主
義
は
國
家
權
力.の
皮
對
者
で
あ
つ
：：た
。
換
言
す
れ
ば
、

-
自
由
裏
は
封
建
階
級
の
：古
き
權
力
に
對
杭
し
、
國
家
の
：權
カ
を
出 

蕾

る

だ
け
：小
範
圍
に

.於
て
認
め
る
こ
と
に
よ.り

、
，
資

本

の
.支
f

確
保
し
よ
う
と
し
た.の

.で
1

0
.が
併
し
今
や癸

 

政
策
は
獨
占
資
本I

請
す

f

こ
ろ

I

つ

た
.0
即
ち
國
家
權

I

强
化
、
從
つ
て
：生
ずS

家
機
能
の
複
雜
化
は
獨S

本
の
要 

請
と
し
て
5

し
て
來
彥
で
あ
る
。
加
之
、
謹
は
か
や
うI

力
政
策
を

f

す
べ
き

I

I

び
る
と

共

に

、

更
ら
に
獨
占
資 

本
*
に
よ
つ
て
生
ず
る
社
會
的
摩
擦
を
除
去
す
ベ
美
題
を
負
は
さ
れ
る
パ
大
衆
の
貧
困

化
、
失
業
群
の
增
大
、
階
級
對
立
の
.激
化
を 

.救
は
力
ば

.な
ち
ぬ
。

.一
畫
に

-國
家
は

♦
本

.中
：義
的
潑
展
に
伴
ぶ
社#,
的

弊

害

を

.
除

去

す

る

た

め
に
、

所
謂
社
會
政
策
的
活
動
を
.行
は
ね 

ば
な
ら
ぬ
の
で

I

。
斯
く
の
如
く
國
家
の
機
能
は
货
外
的
に
は
エ
キ
ス
テ
ン
シ
丨
ヴ
に
摘
大し
、
對
內
的
に
は
ィ
ン
テ
ン
T

ヴ
に 

搬
充
：さ
れ
る
。
か▲

阈
家
機
能
の
強
化
は
直
ち
に
財
政
現
衆
を
複
雜
化
す
る
0
蓋
し
財
政
は
讓 

か
ら
で

.あ
る

o

I

般
に
財
政
學
上「

變
膨
鱗
の
原
則」

と

い
ふ
こ
と
が

謂
は
れ
て
ゐ
る
。
社
會
麗
の
過
程
に
應
じ
經
費
は
必
然
的
に
膨
脹
す
る

も 

の

と

し

て

こ

の

現

象

が

原

切

化

：
さ
.
れ

て

ゐ

る

の

で

あ
る
。

然
し
吾
々
は
之
を
社
會
の
進
步
に
照應
す
る

財
政
現
象
と
い
ふ
單
純
な
意 

味
で
理
解
し
て
は
な
ら
ぬ
。
灌，3

た
や
う
に
、

之
を
資
本
制
生
産
の
震
繼
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
。

と
ま
れ
レ
プ
ヶ
が
い
ふ
や
う
に
、
國
督
的
の
搬
大
、
法
治
國
家
の
自
由

理
想
よ
り
文
化
國

家

へ

の

薑

、
更

ら

に

進

ん

で

'、

政
治 

的

支

配

圈

の

擴

張

，
と

結

び

つ
く
經

.濟
擴
大(

帝
國
主
義)

並
•ひ
に
そ
れ
に
伴
自
家
ゅ
國
民
主
義
的
、
軍
國
主

.義
的
强
調
に
依
つ
て
、
國

家
經
費
の
雪
崩
の
如
き
膨
脹
が
先
ず
る
の
で
あ
る
？

)

。
斯
る
膨
脹
は
經
濟
手
段
r
財
貨
•
勤
勞)

に
對
す
る
國
家
の
需
要
を
擴
大
す
る
。 

こ
の
經
濟
手
段
は
一
般
經
濟
組
織
を
蕋
底
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
此
經
濟
手
段
の
收
得
を
貨
幣
の
形
態
に
於
け
る 

財
政
收
入
と
し
て
港
察
す
る
と
> 

.
こ
の
時
代
に
於
け
る
財
政
收
入
が
國
民
所
得
に
喰
ひ
込
む
割
合
は
い
よ
い
よ
増
大
す
る
。
か
や
う
に 

國
找
所
得
に
對
す
る
參
加
の
率
が
增
す
こ
と
は
、
財
政
自
體
の
强
化
で
あ
り
、
同
時
に
市
場
經
濟
に
對
す
る
そ
の
侵
入
で
あ
る
o
藍
し 

從
來
市
場
經
濟
內
を
循
環
し
て
ゐ
た
所
得
の
よ
り
多
く
の
部
分
が
國
家
機
構
を
通
過
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
直 

ち
に
財
政
自
體
の
.意
味
を
强
め
る
？
而
し
て
財
政
の
意
味
が
强
く
な
る
こ
と
は
市
場
經
濟
に
對
す
る
其
作
用
を
顯
著
に
す
る
。

ノ

.

(

1〕
.R

5
p
k
e
,  

F
llian

zw
isse

n
scr

ft,  s. 4
9
.

:
斯
く
て
泚
段
階
に
立
ち
至
る
と
、
財
政
は
人
の
注
意
を
惹
き
起
さ
ず
に
は
お
か
な
い
？
無
論
後
に
述
べ
る
や
う
に
、
獨
占
資
本
の
恐 

慌
階
梯
以
，前
に
於
け
る
財
政
は
未
だ
受
動
的
意
味
し
か
も
つ
て
ゐ
な
い
の
で
、
財
政
.の
積
極
性
は
未
だ
明
ら
か
に
せ
ら
れ
な
い
。
然
し 

前
述
し
た
財
政
の
意
味
の
强
化
に
よ
つ
て
、
尠
く
と
も
財
政
を
一
般
市
場
經
濟
と
並
列
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
運
動
は
强
く
な
つ
て 

來
る
。
.
吾
.々

は
そ
の
典
型
的
な
理
論
を
ヮ
グ
ナ
ア
、
シ
X
フ
レ
其
他
に
見
出
す
の
で
.あ
る
。
即
ち
彼
等
は
財
政
と
市
場
經
濟
と
を
引
き 

«

し
て
、
各
々
其
機
鞲
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
此
組
織
分
類
.の
方
法
は
.財
政
と
經
濟
と
の
.關
聯
に
對
す
る
理
解
の
第
一
步
で
あ 

る
o
藍
し
類
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
進
ん
で
交
錯
關
係
を
み
る
た
め
の
前
提
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
觅
に
角
初
期
獨
占
資 

本
制
の
段
階
に
於
て
は
、財
政
と
經
濟
.と
の
關
係
に
つ
い
て
、組
織
類
別
の
理
解
以
上
に
進
む
こ
と
が
出
來
な
か
つ
たC

そ
れ
は
さ
う
な 

ふ
ざ
る
を
得
念
か
つ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、，
財
政
の
意
味
の
强
化
が
起
.つ
て
も
*
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
受
動
的
で
あ
り
、
參
加 

財
政
經
濟
的
過
程 

I  

I
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的
で
.あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
o 

.
パ 

^

，然
る
に
.獨

占

資

本

制

が

恐

慌

.の

階

梯

に

這
入
：る

と

、財
政
•
經

濟

.の

上

に

著

し

い

變

化

が

起

っ

て
來
た
o
4
日

「

經
濟
の
政
治
化」 

(
p

ls
ie

n

I

f

 
n

l) 
S

と
い
ふ
こ
と
が
謂
は
れ
て
ゐ
S

、
こ
れ
は
明
ら
か
に
國
家
經
濟
桌
場
經
濟
I

新
し
い 

關
聯
を
.意
味
ず
る
。
こ
の
關
聯
は
國
民
經
濟
に
對
す
る
財
政
の
.積
極
的
指
導
性
と
い
ふ
形
で
現
れ
る
。
而
し
て
こ
の
指
導
性
は
今
ぐ
の 

大
恐
慌
を
經
て
全
く
決
走
的
と
な
っ
た
i
謂
っ
て
好
い
。
從
來
と
て
も
恐
慌
每
に
經
濟
に
對
す
る
國
霧
力

の

干

與

は

可

成

り

强

く

ー

了 

は
れ
た
。
然
し
其
干
與
は
財
政•：

經
濟
の
機
柳
を
极
本
か
ら
播
り
動
か
す
程
の
意
味
を
も
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
然
る
に
今
次
の
恐
慌
を 

經

て
、經
濟
€
蠢

的

舊
力
が
.消
耗
し
っ
く
さ
れ
る
と
、篇
經

濟

は

最
早

讓

權

ヵQ

支
柱
な
く
し
て
は
自
ら
の
存
在
を
J

し
難 

く
な
.つ
た
。•稷

Q

母
體
は
今
や
國
民
經
濟
內
部
に
在
る
？

は
な
く
て
、
國
家
の
經
濟
的
還

と

し
て
の
財

政

に

求
め
t

る
。
國 

家
權
ヵQ

干
與
は
單
に
そQ

力
が
强
く
な
り
、
ま
た
そQ

部
面
が
廣
く
な
っ
た
と
い
ふ
許
り
で
は
な
い
。
こ
の
干
與
は
今
や
國
民
經 

濟
を
動
か
す
S

と
じ
てQ

指
導
性
を
具
へ
てゐ
る
の
で
t

。
斯
く
て
財
政
は
國
民
經
濟
S

柱
と
し
て
の
靈

的

鍵

を

帶
び

て
 

登
場
し
て
來
た
。
こ
れ
は
無
論
恐
慌
對
策
と
し
て
の
國
家
政
策
を
繞
っ
て
生
起
し
た
事
象
で
t

。

總
じ
て
資
本
主
着
繁
榮
期
に
於.て
は
、
塵

•篇
の
不
窗
は
經
濟
の
自
働
主
義
忆

よ

っ

て

解
決
さ
れた
。

即

ち

個

別

的
資
本
家 

の
自
由
競
维
に
よ
っ
て
自
然
に
克
服
さ
れ
た
の
で
ぁ
る
o 

f
に
獨
占
資
本
制
の
恐
慌
踏
梯
に
於

て

は
*
こ

の

唐

•
消
赞
の
不
均
衡 

は
擴
大
强
化
さ
れ
る
一
方
、
不
況
よ
ゎ
上
昇
べ
の
恢
復
は

益
，，

な
が
び
く
こ
と
に
，な
る
。
何
故
な
ら
、
獨
占
體
に
於
け
る
過
剩
投
資
は
一 

部
資
本Q

簾

を

麗

C

、
更
ら
に
景
氣
の
刺
戟
と
な
る
ベ
き
要
因
も
一
.定
期
勝
後
で
な
け
れ
ば
そ
の
效
集
を
發
輝
し
得
な
く
な
る

か
ら
で
あ
る
。

是
に
於
て
か
、
不
況
對
策
と
し
て
の
統
制
は
私
經
濟
の
側
か
ら
公
經
濟
の
.側
に
移
行
す
る
。
獨
占
資
本
の
，自
治
的
な
販 

賣
統
制
•
價
格
銃
制
.は
景
氣
の
囘
復
に
役
立
つ
ど
こ
ろ
か
、
却
つ
て
恐
慌
の
强
度
，と
期
間
と
を
强
化
す
る
か
ら
、資
本
主
義
の
要
請
と
し 

て
當
然
國
家
的
統
制
が
起
っ
て
來
る
の
で
あ
る
。

- 

此
國
家
統
制
は
い
ろ
い
ろ
な
形
態
で
現
は
れ
る
が
、
ヮ
ァ
ゲ
ア
ン
は
之
を
.次
の
ニ
っ
に
分
類
し
'て
ゐ
る(

1
0
0 

(

一)

低
金
利
策
、
勞
銀
低
下
策
、
租
稅
輕
減
策
、
物
價
d l
上
策
を
含
む
私
經
濟
的
國
家
政
策 

' (
一

一)

勞
働
調
達
策
、
■國
家
ヵ
ル
テ
ル
_
成
、
重
要
產
業
の
國
營
化
ハ
貿
易
獨
占
、
銀
行
國
營
等)

を
含
む
公
經
濟
的
國
家
政
策 

(r-T
).  

E
..  W

a
g
e
m

a
n
n
,  

Z
w

isch
e
n
b
ilan

z  .der  K
ris

e
n
p
o
litik

.s
s
..12-3-  

こ
の
種
.

©
國
家
政
策
を
繞
っ
.て
、
財
政
は
從
來
の
參
加
的
組
織
か
ら
統
制
的
組
織
.へ
潑
展
し
た
o

即
ち
國
民
經
濟
の
國
家
的
銃
制
に 

ょ
つ

て

.

.
統

制

組

織

と

し

て

の

新
し

い

財
政
組
織
が
實
現
し
た
の

で
あ
る
。
而

し

て

こ

の

^

政

に

ょ
る
統
制
の
積
極
的
方
向
は
國
家
的
. 

景
氣
政
策
の
道
で
あ
る
。
'即
ち
國
家
は
財
政
を
通
じ
て
流
れ
出
る
政
府
の
放
出
資
金
に
ょ
つ
て
景
氣
の
陕
復
を
圖
ら
ぅ
と
す
る
C
1〕

。 

こ
れ
が
前
述
し
た
經
濟
の
.支
柱
と
し
て
.の
.財
政
の
も
つ
積
極
的
役
割
た
る
こ
と
、
改
め
て
說
く
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(

i

 

K
.

 

M
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目
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D
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s
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w
i

r
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s
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i
e

r
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z
e
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1

1
-
1

2
.

斯
く
て「

財
政
と
景
氣J

の
問
題
は
財
政
自
體
の
新
し
い
課
題
で
あ
る
と
共
に
、
景
氣
論
0
課
題
と
も
な
っ
た
0
經
濟
の
自
働
主g

が 

作
用
し
た
時
代
に
は
、
國
家
政
策
を
離
れ
た
景
氣
論
が
あ
て
は
ま
る
。
然
1>
現
在
に
於
て
.は
、
こ
の
自
働
至
義
が
死
滅
し
で
ゐ
る
の
で
、 

最
氣
論
.は
.自
ら
市
場
經
濟
に
對
ず
る
財
政
の
作
用
を
と
り
い
れ
た
政
策
論
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で.
あ
る
。從
つ
て
財
政
と
經
濟
と
の 

敗
政
ミ
經
濟
的
過
程 

二

三

(

六
六
九)



財
f

經
濟
的
過
程 

】

四

2

0

) 

結
合
S

ず
る
理
論
的
_

問
題
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
景

聽

策

Q
.

解
決
果
可
能
で
I

。'
そ
れ
i

同
時
.

b
i、
.

將
來
の
景
氣 

論
は
財
政
璧
の
上
に
展
f

れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
S

。'.斯
様
な
意
味
で
”
：財
政
^

.
る
と
き
は
な
い(

2
0
0
. 

;

(

1)
D
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tand

 und  d
ie
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te

 z
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k
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e
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 (F
e
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h
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o
a
, S

s.  2
L5 .222 .

^
2

 
^
 

w. 
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.今
や
財
政
は
讓
經
濟
過
程
の
中
に
益

A
Z

深

く

益

矗

雜

に

這

入

り

込

ん

で

，ゐ
，る
。

從

つ

て

財

政

と

私

經

濟

と

の

問
に
は
い
よ
い
よ 

緊
密
な
る
篇

が

费

て

ゐ

る

。
、
今
日
最
早
财
政
は
第
十

九

器

に

於
け
I

ぅ
に
總
體
經
濟
の.

彼
岸
に
立
つ
て
ゐ
る
の
でg

い
。 

其
れ
は
國
庫
收
入
主
.

■

原

則
と
い
；ふ
墻
f

よ
.

つ
て
•
總
體
經
濟
か
ら.

I

離
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。

.

そ
れ
ど
こ
ろ
ラ

^

濟

と

は

様

々

な

雲

で一
.

つ
の
單.一

牲
に
融
合
し
て
ゐ
る
。
さ
ぅ
し
て
そ
の
た
め
に
、
財
政
に
よ
る
經
濟
作
出
が
總
體
經
濟
の
景
氣
發 

縣
に
對
し
て
I

的

会

ヶ

、
ま

た

爵

に

、
.財
政
S

展
.は
私
經
濟
馨
展
と
興
亡
共
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
I

I

〕

。 
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以
上
の
相
論

に

私
は
次

.の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
即
ち
財
政
と
經
濟
と
は
、
.

「

財
I

じ
て

强
制
社
會
體
を
鐃
つ
て
本
質 

的
菊
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ.る
こ
と
。

而
し
て
こ
の
事
實
が
極
め
て
晶2

る
に
も
拘
ら
ず
、
今I

で
看
過
さ
れ
て
來
た

の

は

讨

政

 

嵩
が
總
體
經
濟
に
於
て
消
極
的
•
受
動
的
意
味
し
か
も
た
な
か
つ
た
た
め
で

ぁ
る
|

然
る
に
獨
處
本
制
が
恐
慌I

梯
に
這 

ス

ズ

と

烟
政
と
避

I

の
機
鞲
め
士
に
菊
し
い
變
化
が
起
つ
て
來
て
、
そ
の

.結
很
は
、財
政
が
全
經
濟
に
對し
て

靈

的
•
能
動
的

嗖

割
を
演
ず
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
が
從
つ
て
吾

々
は
財
政
と
經
濟
と
の
結
合
關
係
を
そ
の
莶
本
的
な
權
造
.に
於
て
分
析
し
、
且
つ
こ
れ 

を
現
實
經
濟
の
方
向
.に
於
て
理
解
す
る
.
.こ
'̂
が

必

至

だ

と

い

ふ

の

で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
は
財
政
と
經
濟
と
の
融
合
を
如
何
な
る
方
法
で
分
析
す
る
か
に
在
る
。
私
は
こ
の
方
法
は
二
つ
の
線
に
沿
う
て
行
は
れ 

ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

一

つ
は
財
政
と
經
濟
と
■を
基
本
的
な
關
係
に
引
き
戾
し
て
そ
の
結
合
關
係
を
み
る
所
謂
靜
態
的
方
法
で
あ
り
、 

他
は
こ
の
結
合
關
係
が
現
實
經
濟
に
於
て
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
か
の
所
謂
景
氣
政
策
と
結
び
い
た
動
態
的
方
法
で
あ
る
。
無
論
現
實 

财
政
經
濟
機
構
の
認
識
を
目
的
と
す
る
限
り
は
、
意
味
關
係
を
中
心
と
す
る
こ
の
.動
態
的
把
捉
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
此
動 

態
的
理
解
に
到
達
す
る
た
か
に
は
、
ま
づ
そ
の
前
提
と
し
て
、
其
蕋
本
鞲
造
に
還
一
兀
さ
れ
た
靜
態
的
關
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば 

な
ら

ぬ
.0
さ
う
で
^

け
れ
ば
.

V

融
合
關
係
の
.上
に
現
れ
る
作
用
の
意
味
が
把
捉
出
來
な
い
か
ら
で
あ
るo

斯
く
て
私
は
先
づ
財
政
と
經 

濟
と
を
蕋
本
的
な
_
造
に
分
析
し
て
、
兩
者
の
結
合
關
係
を
明
ら
か
に
す
る
靜
態
的
考
察
か
ら
出
發
し
ょ
うO

H

.
財
政
と
經
濟
と
の
結
合
關
係
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
努
力
の
第一

歩
は
財
政
と
私
經
濟
と
を
資
本
主
義
經
濟
組
織
內
の
獨
立
の
構 

成
と
しV

‘各
}
分
離
す
る
：こ
と
で
あ
芩
と
私
は
謂
つ
た
。
無
論
分
類
的
考
察
と
結
合
關
係
の
究
明
と
は
-
論
观
の
形
式
か
ら
謂
へ
ば
全 

澈
興
つ
て
^
る
。
前
者
は
#
ら
思
考
の
基
準
を
組
織
の
相
異
に
お
き
•
後
者
はr

に
組
織
の
類
似
的
結
合
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
併 

し
乍
ら
、
財
政
の
鞲
成
と
經
濟
坐
活
の
.總
體
的
機
構
と
の
間
に
は
本
質
的
に
密
接
な
る
關
係
が
あ
る
か
ら
、
雨
者

を

.
引

き

離

し

て

各

Z 

.の
_
造
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
す
れ
ば
す
る
程
、
財
政
の
鞲
成
と
一
般
經
濟
機
_
と
の
；間
の「

_

應
が
^」

が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
相
應 

財
政w

經
濟
的
過
程 

(

六
ヒ
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形
式
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
勿
論
此
ニ
者
間
の
：關
係
の
積
極
的
開
明
で
ば
な
い
フ
然
し
相
應
形
式
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
ふ 

こ
と
自
體
力 

' 雨
者
間
の
交
錯
關
係
を
承
す
前
提
に
な
る
と
い
ふ
の
で

t

o
從
つ
て

私
ば
財
政
と
經
濟
と
の
結
合
關
係
を
積
極
々

に 

解
明
す
る
前
に
、

兩
者Q

構
造
に
つ
い
てQ

.

分
離
的
考
察

I

げ

s

f

。

.
，
：

，
：

 

：

.

.
經
濟
組
織
の
：類
型
に
着
目
し
て
、
財
政
と
私
經
濟
と
を
區
別
し
た
者
に
旣
に
ァ
ル
バ
ァ
ト 
> 
シ
.ェ
フ

レ

が
ぁ
る
o'彼

之

說
く

經

濟
 

組
織
の
鞲
成
を
表
示
す
るru

,

次Q

如
く
で
ぁ
る
。
'

C
I)

完
全
な
る
私
經
濟

c
a

y
.:

投

機

的

營

業

部

門

:

パ
;

' 

(

b

°

個
人
的
•
自
由
意
志
的
奉
納
及
び
受
納
：

(

例
、家
族
肜
態y

 

-
0
=

0
.

共

同

經

濟

.

:
(

1)
：

自
由
意
志
的
結
合 

,

:  

c
a

)
一

方
的
寬
大
、
主
と
し
て
共
同
利
用
組
合
、
永
續
的
慈
善
墨
：
 

c
b)

相
瓦
連
帶
的
讓
與(

例
、
飴
證
ム
ロ
、—

念
 

パ

(

2)

：'强
制
的
結
合

國
家
、
.地
方
自
治
體
*
有
ら
ゆ
る
種
類
の
社
團(

1)
， 

、

..即
ち
t

フ
レ
に
よ
る
士
、
私
繁
濟
的
若
し
く
は
資
本
主
1

組
織
は
最
大
純
粹
效
用
へ
の
努
力
を
基
礎
と
す

る

。

而
し

て

自
利
の

1

般
的
發
露
か
ら
競
爭
が
生
じ
て
來
る
。
.
斯
る
組
織
の
.把
持
者
は
企
業
者
で
あ
る
P
從
つ
て
斯
る
組
織
は
資
本
財
の
利
潤
獲
得
に
よ
る 

生
產
力
の
經
濟
龃
織
で
あ
る
0

■然
る
に
斯
様
な
私
經
濟
.に
對
立
す
る
共
同
經
濟
は
社
會
多
數
者
の
た
め
’に
共
通
な
る
經
濟
で
あ
つ
て
、 

こ
れ
が
前
者
に
_
立
す
る
意
味
の
共
同
經
濟
の
本
質
で
あ
る
'0
こ
の
共
同
經
濟
組
織
は
競
爭
及
び
交
換
を
栽
礎
と
す
る
經
濟
生
活
に
這 

り
込
ん
で
之
を
補
充
す
る
。
即
ち
是
は
私
經
濟
組
織
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人

間

社

#
-
に

於

け

る

完

全

な

る

經

濟
坐
活

を
確
立 

，す
る
と
謂
つ
て
ゐ
る
。
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ア
ド
ル
フ
•
ヮ
グ
ナ
ア
も
亦
經
濟
組
織
の
分
類
を
あ
げ
た
。
彼
れ
は
經
濟
組
織
を
個
人
主
義
的
、慈
善
的
及
び
共
同
經
濟
的
組
織
に
分 

ち
、
各
と
の
其
蕋
礎
と
な
る
原
理
を
承
し
た
。
彼
れ
に
從
ベ
ば
、
個
人
經
濟
組
織
は
、
各
人
の
經
濟
的
利
益
へ
.の
努
力
、經
濟
原
則
の
最 

も
嚴
密
な
る
實
現
に
よ
る
も
の
で
あ
る
P
.

從
つ
て
こ
の
場
合
、
組
織
規
定
の
原
理
は
、
自
由
競
争
で
あ
り
、
自
由
契
約
の
法
律
形
式
で 

あ
る
o
:
次
に
彼
れ
は
共
同
經
濟
組
織
を
あ
げ
*
之
を
共
同
的
利
益
に
於
る
目
的
設
定
の
結
果
と
し
て
規
定
す
る
。
而
し
て
此
共
同
楚
濟 

は
自
由
意
志
的
な
契
約
締
結
に
基
く
自
由
共
同
經
濟
と
、
權
カ
體
に
よ
つ
て
强
制
的
に
.構
成
せ
ら
れ
る
强
制
共
同
經
濟
と
に
分
た
^

る
。 

然
し
孰
れ
に
，し
て
も
、
斯
る
共
同
經
濟
に
於
て
は
、
他
の
經
濟
組
織
の
栽
準
と
は
.異
つ
た
所
謂
共
同
經
濟
的
原
理
が
作
用
す

るO

即
ち 

彼
れ
は
生
產
、
生
產
收
益
の
分
配
、財
貨C

消
費
、費
用
充
足
等
が
す
べ
て
社
會
的
目
的
に
應
じ
て
行
は
れ
る
と
こ
ろ
に
、共
同
經
_
の
特 

殊
性
及
び
他
の
經
濟
組
織
と
の
差
異
を
認
め
た
の
.で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
私
經
濟
組
織
は
競
#
の
原
理
、
自
由
交
易
に
於
け
る
需
要
•
供 

給
の
經
濟
原
則
に
よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
、
共
同
經
：濟
組
織
は
共
同
的
利
益
に
於
け
：る
社
#
的
目
的
に
よ
つ
て
決
定
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に 

財
政V-

經
濟
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過
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財
政
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經
濟
的
過
程
'

一
八
.

(

六
七四

：}  

兩
者
の
：區

別

を

設

け

た

の

で

.あ
る
.

9

尙
ほ
慈
善
的
組
織
は
經
濟
領
域
.に
於
.け
る
道
德
的
行
爲
の
，內
的
規
定
力
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ 

る
が
‘、經
濟
組
織
の
形
態
と
し
て
は
友
程
强
カ
啟
も
の
で
は
な
い
'。
だ
か
ら
經
濟
組
織
^
火
きV

分
け
る
と
、
私
經
濟
組
織
と
共
同
經
濟
. 

組
織
と
い
ふ
，こ
と
に
な
る
。

さ
■ぅ
し
て
こ

の
一
一
っ
の
；
組

織

が

近

代

經

濟

祖

織

に

於

け

る

兩

m
を
稱
成
す
る
と
彼
れ
は
謂
っ
て
ゐ
る
ハ
1)

。

.シ
エ
.：フ
レ
、
.ツ
グ
ナ
，
ア
の
.分
類
論
は
謂
は
^
舊
態
.に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
大
戰
後
#
び
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。

マ
ル
ギ 

ッ
ト
0
力
ッ
セ
ル
，の
說
く
と
こ
ろ
は
則
ち
そ
れ
で
あ
る
。
彼
女
は
父
グ
ス
タ
フ
•
力
ッ
セ
ル
の
理
論
を
擴
充
し
て
經
濟
組
織
の
分
類
を
行 

ひ
、
公
典
經
濟
を
基
礎
と
し
た
共
同
經
濟
の
原
理
を
確
立
し
た
。

.糙
か
に
グ
ス
ク
フ
•
カ
ッ
セ
ル
は
價
楮
權
成
を
中
心
と
し
て
一
般
社
會
經
濟
を
說
.い
て
ゐ
る
。
然
し
自
由
な
る
價
格
構
成
の
み
が
經
濟 

組
織
の
問
題
に
於
け
る
唯
.一
の
可
能
な
る
解
決
で
.は
な
い
。
t

で
父
力

ッ
セ
ル
は
價
格
鞲
成
に
於
け
る
費
用
原
則
に
對
立
す
る
も
の 

と
し
て
、
經
濟
財
が
特
殊
の
報
償
な
く
提
供
せ
ら
れ
る「

無
償
原
則」

を
あ
げ
て
財
政
組
織
の
存
立
，を
說
い
た
。
け
れ
ど
も
彼
れ
は
之
を 

以
て一

個
の
獨
立
し
た
經
濟
組
織
と
し
て
說
く
に
到
っ
て
ゐ
な
い
0
彼
れ
に
於
け
る
經
濟
組
織
の
蕋
本
命
題
は
矢
張
り
價
格
構
成
の
過 

程
に
^
け
る
費
用
原
則
を
中
心
と
す
る
も
の
.
.で
あ
る
_
?)
0

(

1)
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然
る
に
マ
ル
ギ
ッ
；ト
•
カ
ッ
セ
ル
は
自
由
意
‘志
的
に
行
は
れ
る
交
換
經
濟
に
對
立
す
る
も
の
と
し
て
、權
カ
體
に
ょ
っ
て
行
は
れ
る
共 

同
經
濟
を
.規
定
す
る
.。
即
ち
强
制
經
濟
と
い
.ふ
特
殊
の
經
濟
組
織
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
權
カ
體
'に
.ょ
.っ
.て

規

制

せ

ら

^

る

經

濟

の

嗝

理
は「

共
同
經
濟
的
原
理」

と
細
ば
れ
る
。
こ
の
共
同
猶
濟
の
疆
は
：
經
濟
的
原
理
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
社
會
的
な
經
濟
を
繞
つ
て 

規
定
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
强
制
經
濟
に
於
て
は
、
費
用
原
則
は
作
用
し
な
い
。
こQ

場
合
作
用
す
るQ

は
共
同
經
濟Q

原
理
で
あ 

る
。
.
こ
の
原
理
に
從
つ
て
、
■

充
足
の
た
め
の
費
用
は
社
會
的
に
麗
せ
ら
れ
、
財
貨
は
消
費
者
に
無
償
で
給
與
せ
ら
れ
る
。
而
し 

て
炎
州
谉
則
と
無
償
原
如
と
に
於
て
は
、
湖
異
れ
る
經
濟
原
則
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
名
o

こ
の
相
異
れ
る
經
濟
原
則
は
同
じ
經
濟
行
爲
に 

於
け
る
異
れ
る
励
機
か
ら
與
へ
ら
れ
f

Q

で
あ
る
。

即
ち
欲
望
充
足
と
い
ふ
點
に
於
5

同
じ
經
濟
行
爲
で
あ
る
が
、
交
換
經
濟
に 

於
て
は
、
與
へ
ら
れ
た
る
手
段
を
以
て
可
.及
的
大
な
る
利
用
效
果
を
擧
げ
ん
と
す
る
原
則
が
作
用
し
、
典
同
經
濟
に
於
て
は
、
與
へ
ら
れ 

.f
e

る
社
會
的E

的
に
よ
つ
て
こ
の
行
爲
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
原
則
_が
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
何
故
r
共
同
經
濟
の
必
要
が 

坐
ず
る
力
.と
い
ふ
に
そ
れ
は
財
の
受
動
的
消
費

(

集
合
性)

及
び
そ
の
不
可
分
性
が
齊
通
の
價
格
構
成
を
不
可
能
.に
す
る
，か

ら

で

あ
る
。 

受
照
的
梢
費
と
は
價
格
は
支
拂
は
な
い
が
共
同
欲
望
の
：充
足
か
ら
除
外
さ
れ
得
な
い
狀
態
を
意
味
す
る
。
即
ち
積
極
的
な
消
費
置 

に
は
這
入
ら
な
い
が
、
典
同
欲
望
の
充
足
と
い
ふ
點
で
消
費
行
爲
が
行
は
れ
る
場
合
を
意
味
す
る
。
斯
る
受
動
的
消
費
は
全
く
財
貨
；の 

集
合
性
め
爲
め
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
更
ら
に
典
同
財
の
不
可
分
性
は
自
ら
强
制
經
濟
組
織
を
必
要
と
す
る
o
斯
く
て
國
民
經
濟
の 

生
產
•，消
費
は
北
ハ
同
經
濟
と
市
場
經
濟
士
の
ニ
，組

織

に

よ

つ

て

充

さ
れ
f

い
ふ(

1〕

。

-

T)

彥

隹 
o
i
l
. Die Gemeinwirtschaft, 1915, SS.1314 .

ゲ
ル
ハ
ノ
ル
ト
.-
«
コ

ル
ム
も
亦
、
公
共
經
濟
を
市
場
經
濟
と
並
立
す
る
特
殊
の
紙
濟
la
織
と
し
て
述
べ
て
ゐ
る
o
彼
れ
に
よ
る
と
、
現
代 

の
黏
濟
に
は
猶
々
な
る
經
濟
組
織
が
あ
る
0
.

經
濟
組
織
と
は
こ
.の
場
合
ー
個
の
經
濟
構
成
で
あ
るo

斯
る
構
成
は
議
的
に
は
組
織
形 

.財
f
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こ
0

q

ハ
ヒ
カ
ノ

式
と
し
て
考
察
せ
ら
る
べ

.き
も

：の
：で

あ

る

が

、
實

際

に

は

常

に

部

分

的

.に
の
：み

實

現

さ
.れ
て
ゐ
る
。
國
家
は
一
個
の
固
有
な
る
經
濟
徂 

織

の

.把

持

者

で
あ
り
、
ま
た
支
配
權
カ
及
び
給
付
組
織
€>
把
持
者
で
あ
る
？
こ
の
組
織
は
私
經
濟
と
對
立
す
る
社
會
的
構
成
物
，を
作
り 

.上
げ
.る
.。
而
し
て
公
共
經
濟
の
本
質
は
公
共
經
濟
的
組
織
原
理
の
特
殊
性
の
中
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。即
ち
公
共
經
濟
が 

私
經
濟
と
異
る
所
以
は
そ
の
目
的
_
成
に
在
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
本
質
的
な
る
相
異
は
公
的
行
爲
の
歸
趣
が
確
立
せ
ら
れ
る
と
こ 

ろ
の
態
様
に
在
る
。

T I
1
場
經
濟
は：

價
格
の
機
構
を
通
じ
て
自
由
意
志
的
に
生
ず
る
が
、
公
共
經
濟
は
組
織
的
な
決
定
に
碁
い
て
成
立
す 

るo

斯
く
て
コ
ル
ム
は
國
家
經
濟
の
特
質
を
强
制
と
結
び
つ
く
行
爲
の
組
織
性
に
認
め
て
ゐ
る

o
'
だ
か
ら
彼
れ
は
斯
る
經濟
樣
戎
を
强 

制
經
濟
*
公
共
經
濟
の
名
を
以
て
呼
ぶ
ょ
.り
も
、
組
織
體
經
濟(

0

§

§
客

&

»

}
と
い
ふ
方
が
逾
か
に
事
實
に
適
合
す
る
と11
ふ
0 

蓋
し
こ
の
場
合
、
行
爲
を
決
定
す
る
も
の
は
、「

市
場」

に
ょ
る
規
制
で
は
な
く
て
、1

個
の「

組
織
體J.

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
斯
く
て 

彼
れ
は
公
共
經
濟
の
：組
織
の
邀
準
は
之
を
行
爲
の
組
織
的
決
定
の
中
に
認
め
な
け
れ
.ば

* :
.ら
ぬ
：と
信
ず
る
0
而
し
て
斯
る
祖

.
^
{1
1

»
經 

濟
は
、
市
場
經
濟
.と
共
に
資
本
主s

的
總
體
經
濟
に
結
び
つ
く
o
,
從
つ
て
こ
の
經
濟
は
資
本
主
義
的
經
濟：

と
對
立
ナ
る
意
味
o '
共
同
經 

濟
で
.は
な
く
て
、
寧
ろ

#
^
主
義
經
濟
か
ら
派
生
し
、
こ
れ
に
從
屬
す
る
も
の
で
あ
る
。
腓
ち
公
共
經
濟
と
市
場
經
濟
と
の
ニ
組
織
が 

相
交
錯
し
て
資
本
主
義
的
總
體
經
濟
を
權
成
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
c
l

(

1

> P
C

O
Im

,  

V
O

Jk
sw

irtsch
aftlich

e

 T
h
e
o
rie

 d
e

r

oltaatsausg
ab

e
n,

1
9
2
7
,  s

s
.
1-

15.  

ff
h

ほ
彼
れ
は
こ
の
指
の
事
情
を
.一
層
解
り
.易
く
次
の
や
ぅ
1̂
說
‘い
て
ゐ
る
0.
.

り「

近
世
經
濟
組
織
は
互
に
相
交
錯
す
る
ー
一
個
に
構
成
さ
れ
る
。
即
ち
私
經
濟
的
領
域
と
公
共
經
濟
的
領
域
と
が
こ
れ
で
あ
る

o

生
產
及

び
給
付
は
經
濟
組
織
の
私
的
部
分
に
於
て
は
企
業
5

0

て
遂
行
さ
れ
、公
共
的
部
分
に
於
て
は
行
政
官
廳
及
び
公
共
機
關
に
よ
っ
て 

行
は
れ
る
。
公
共
經
濟
的
領
域
は
權

ヵ

盖
礎
と
し
、
ま
た
必
要
な
ら
ば
强
制
に
さ
へ
も
賴
る
に
反
し
て
、私
經
濟
的
關
係
は
契
約
工 

栽
い
て
ゐ
る
とS

ふ
事
實
に
よ
っ
て
區
別
さ
れ
る
。
企
業
.に
あ
？

はv

生
産
は
利

i

求
i

機
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
、
市
場
の
諸 

-條
件
に
よ
っ
て
指
導
さ
れる
。
公
共
經
濟
部
分
に
於
て
は
、
給
付
は
國
家
或
は
自
治
體
の
責
任
あ
る
諸

機

關

に

よ

り

、

或

.
は

議
會
、
胶 

高
執
行
官
或
は
公
共
的
活
動
を
決
定
す
る
憲
法
上
の
權
利
或
は
事
實
上
の
權
ヵ
を
有
す
る
其
他

0
何
人
か
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
る0
此

政

霞

或

は

裳

曾

は

經

費

Q

充
用
を
_

と

し
、.A

J

れ

が

翕

Q

翁

的

蠤

Q

目
的
を
S

し

又

麗

す
る
。

蠢

濟

的

雲

は
專
ら
市
場
經
濟
機

® U

よ
っ
て
指
導
さ
れ
、

_

經
濟
的
活
動
は
豫
#
0
方
法
に
よ
っ
て

議
さ
れ
る
。
斯
く
し
て
大
體
に
っ
い
て 

謂
へ
ば
、
公
共
經
濟
的
活
動
と
豫
算
主
義
と
の
間
に
相
當
密
接
な
る
關
係
が
あ
り
、
又

私

經

濟

的

活

動

と

市

場

經

濟

.キ

«
と
の
間
に
も 

同
様
密
接
な
る
關
係
が
あ
る
と
言
へ
る
で
あ
ら
ぅ」

(

1)

と
。

斯
く
て
此
等
の
經
濟
組
織
即
ち
公
經
濟
と
秘
經
濟
若
し
く
は
行
政
的
經 

濟
と
市
場
的
經
濟
と
相
交
錯
し
て
一
般
經
濟
釦
織
を
構
成
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る

o

尙
ほ
こ
の
交
錯
關
係
に
つ
.い
て
は
、
後
程
コ
ル
ム 

の
說
く
市
場
經
濟
及
び
財
政
に
於
け
る
所
得
の
循
環
を
說
明
す
る
の

で

、
，
其部
分
を
參
照
せら
れ
た
いo

0
-

0
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教
授
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金
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研
究
會
刊
行

〕

一
丁
三
頁
。

M

ら
忆
共
同
經
濟
と
し
て
の
國
家
經
濟
と
資
本
主
義
的
自
由
市
場
經
濟
と

.

を
分
.つ
て
、

現

代

經

濟

_組

織

の

ニ

元

論

を

說

く

者

に

リ

ッ 

チ
ュ
：.ル
が
あ
.る

.0
彼
れ
は
國
家
經
濟
と
_市
場
經
濟
と
を
次
の
諸
點
に
つ
い
て
類
別
す
る
0 

:
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埘
政w

經

濟

的
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程

5
一

(

六
七
八)

.
第

一

に
兩
者
は
社
會
構
成
の
類
型
に
.於
て
異
つ
て
ゐ
る
。
-
即
ち
自
由
市
場
經
濟
は
各
個
別
經
濟
單
位
が
機
械
的
に
結
合
せ
る
交
換
社 

會
を
兹
礎
と
す
る
。
然
る
に
公
共
經
濟
の
主
體
は
共
.同

社

會

の

法

的

組

織

た

る

國

家

：で

あ

，；

0
0謂

は
Y
國
民
の
共
同
體
並
び
.に

^ -
同

社

會
 

が
國
家
經
濟Q

把
持
者
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
o
'

第
一一

に
充
足
す
る
欲
望
の
種
類
が
異
るo

國
家
經
濟
は
共
同
欲
望
の
充
足
に
役
立
つ
も 

の
で
あ
る

。

斯
る
共
同
社
會
欲
望
は
、
國
家
の
定
有
と
共
に
與
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、共
同
社
會
の
維
持
•
發
展
の
目
的
か
ら
客
觀
的
に 

生
ず
る
々
尤
も
共
同
社
會
は
全
體
の
厚
生
を
主
眼
と
.す
る
か
ら
、
社
會
的
に
重
要
な
る
個
別
欲
望
の
確
實
な
る
充
足
を
抉
け
る
。
こ
の 

場
合
、.
個
別
欲
望
に
割
り
當
て
ら
れ
た
る
共
向
社
會
欲
望
が
現
れ
る
。
而
し
て
今
日
此
等
の
欲
望
充
足
が
國
家
經
濟
の
廣
い
範
圍
を
占 

め
て
ゐ
る
こ
.と
も
確
か
で
あ
る
。
然
し
欲
望
が
如
何
な
る
形
態
を
と
る
に
も
せ
ょ
、
國
家
經
濟
は
本
質
的
に
ま
た
內
容
的
に
共
同
社
會 

欲
望
の
充
足
に
迤
い
て
成
立
す
る
。
然
る
に
個
別
經
濟
は
専
ら
欲
望
を
感
ず
る
主
體
の
欲
望
、
换
言
す
れ
ば
.個
人
的
欲
望
の
充
足
に
役 

立
つ
も
の
セ
あ
る
。
第
三
に
兩
者
の
志
向
が
相
異
す
る
。
自
由
市
場
經
濟
に
於
.て
は
、
個
人
の
經
濟
的
私
利
が
行
は
れ
る
。
然
る
に
國 

家
經
濟
に
.於
て
は
、
共
同
志
向
が
作
用
す
る
。
國
家
經
濟
が
强
制
カ
を
も
つ
と
い
ふ
.の
は
、
斯
る
共
同
志
闵
の
具
有
ヵ
の
認
識
に
邀
く
。 

即
ち
國
家
經
濟
は
か
や
ぅ
な
共
同
志
向
の
確
實
な
る
完
成
に
役
立
.つ
か
ら
、
各
個
人
は
共
同
志
向
を
有
す
る
も
の
と
し
て
行
動
す
る
や 

ぅ
に
强
制
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
經
濟
の
指
導
原
理
が
違
つ
て
ゐ
る
o
自
由
市
場
經
濟
に
於
て
は
1
經
濟
の
指
導
原
理
と
し
て 

營
利
の
原
則
が
作
川
す
る
。
斯
る
營
利
欲
は
資
本
主
義
的
組
織
の
經
濟
志
向
で
'あ
り
、
そ
の
精
神
で
あ
る
。
然
る
に
國
家
經
濟
は
決
し 

て
營
利
經
濟
で
は
な
い
。
利
潤
を
繞
つ
て
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
是
は
本
來
消
費
經
濟
で
あ
る
-o
か

、
る

消

費

的

な

性

質

の

故

に

、 

國
家
經
濟
の
指
導
原
理
は
需
要
充
足
の
原
理
で
あ
る
。
即
ち
國
家
の
經
濟
は
一
個
の
需
要
充
足
の
經
濟
で
あ
.

る
。
先
づ
手
段
の
調
達
に

つ
.い
て
い
ふ
と
、
自
由
市
場
經
濟
に
於
て
は
、
給
付
と
反
對
給
付
と
の
關
係
が
作
用
す
る
9
然
し
共
同
經
濟
は
こ
れ
を
構
成
す
る
各
個 

人
の
犧
胜
を
截
礎
と
す
る
。
國
家
と
國
民
、
共
同
社
會
と
其
_
成
分
子
と
'の
間
に
は
、
給
付
•
反
對
給
付
も
-
特
殊
報
償•
一
 

般
報
償
も 

な
い
。
共
同
社
會
の
目
的
裨
規
に
役
立
つ
手
段
調
達
の
爲
め
に
、
共
同
性
が
國
民
の
犠
牲
に
變
ず
る
の
で
あ
る
。
次
に
手
段
の
使
用
.に 

つ
い
て
い
ふ
と
、
例
へ
ば
勞
働
ヵ
調
達
の
場
合
、
市
場
經
濟
に
於
て
は
、
賃
銀
支
狒
の
原
則
が
作
用
す
る
が
、
共
同
經
濟
に
於
て
は
、 

手
段
使
用
の
過
程
に
於
て
、扶
養Q

原
則
が
作
用
す
る
。
即
ち
共
同
經
濟
に
.於
け
る
勞
働
力
の
：調
達
は
、
兵
役
の
義
務
の
如
き
奉
仕
義
務 

に
よ
る
か
、
自
由
意
志
的
な
國
家
奉
仕
.に
よ
る
の
.で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
.場
合
、
國
家
，奉
仕
者
に
■賃
銀
を
支
拂
ふ
の
で
は
な
く
て
、
單 

に
こ
れ
を
扶
養
す
る
た
め
の
支
拂
を
行
ふ
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
第
五
に
兩
者
に
於
て
は
經
濟
の
機
權
が
相
異
す
る
。
先
づ
自 

曲
資
本
生
義
市
場
經
濟
は
土
地
•
生
產
手
段
•
消
費
財
の
私
有
財
產
組
織
を
莲
礎
と
す
る
。
國
家
も
亦
、今
日
の
ニ
元
的
組
織
に
於
て
は
、 

此
等
種
々
な
る
財
を
所
有
す
を
。
然
し
か
X
る
財
は
共
同
所
有
で
あ
る
。
國
家
經
濟
は
共
有
財
產
組
織
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
自 

由
市
場
經
濟
は
、
そ
の
內
的
組
成
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
經
濟
結
合
で
あ
つ
て
分
散
的
に
組
織
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
經
濟
意
志
は
統
一
的
で 

は
な
い
。
而
し
て
こ
の
經
濟
結
合
は
互
に
他
を
補
は
ん
と
す

る

相

亙

作

用

關

係

か

ら

成

：立

し

て

ゐ

る

.0
然

る

に

國

家

經

濟

は

統

一

的

意 

志
に
よ
つ
て
®

か
れ
、
集
中
的
に
組
織
さ
れ
た
る
單
一
經
濟
で
あ
：る
o
即
ち
國
家
經
濟
は
、
そ
の
機
構
及
び
意
志
權
成
か
ら
言
つ
て
、
作 

用
結
合
で
は
な
く
*
目
的
結
合
、
目
的
論
的
な
組
織
形
態
で
あ
る
？
更
ら
に
、
自
由
市
場
經
濟
に
於
け
る
經
濟
結
合
は
自
由
分
業
.に
基
く
。 

然
る
に
國
家
經
濟
に
於
て
は
支
配
的
分
業
が
作
用
す
る
。
こ
れ
を
組
成
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
考
へ
る
と
、
市
場
經
濟
に
於
け
る
自
由
分 

業
は
作
用
結
合
を
表
は
し
、
國
家
經
濟
に
於
け
る
支
配
的
組
織
的
分
業
は
目
的
結
合
を
示
す
。
倚
ほ
分
散
的
に
.組
織
せ
ら
れ
た
る
經
濟
結 

財
政
芩
經
濟
的
過
程 

ニ

三

(

六
七
九)
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合
芒
て
曾
由
市
場
經
濟
ば
無
政
府
的
：•
無W

配
的
•
無
計
鼙
的
競
爭
經
濟
で
.お
：る
？

然
る
■

中

的

に

飢

織

贫

袭

一

經

濟

と
し
て
の
，國‘J

經
濟
は
一
つ
の
'則
篑
經
濟
で
瓜
る
。

%

^

^

彼
れ
は
請
ふ(

i

。
斯
く
て
リ
ッ
：チk

ル
：に

於

け

る

北

ハ

同

經

濟

組

織

と

自

由

市

場

經

濟

組

織

と

の

類

別

論

は

明

ら

か

に

な

つ

た

と

思

ふ

。

以
上
の
諸
類
別
論
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
異
論
が
あ
る
で
あ
ら
ぅ
。
私

.?
)
之
を
說
い
た
こ
と
が
あ
る(

？)

o

然

し

こ

、

で

は

比

等
の
批
刺
が
差
し
當
り
問
題
で
は
な
い
9
嚮
に
も
述
ベ
た
や
ぅ
に
、
吾
々
に
直
接
必
要
な
.の
は
此
等
の
分
類
を
前
提
と
し
て
響
の
交 

錯
關
係
を
明
ら
.か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
.. 

y

(

2
>

拙
著
*
*現
代
財
政
學
の
理
論」
第

七

章

參

照

.

.

.

.

.

'

四

.

現
代
に
於
け
る
經
濟
組
織
は
極
め
て
複
雜
な
る
霜
を
里
し
て
ゐ
る
0
無
論
經
濟
組
織
は|

個
の
經
濟
の
形
態
に
違
ひ
な
いo

だ
か 

き

れ

を

I

形
式
と
し
て
純
粹
講
的
S

察
す
t

矣

出

來

る

。
然
しM

Q

經
I

s

如
何
な
I

I

現
さ
れ
る
か
と
な 

る
と
、
其
態
f

舊

I

で
あ
る
。
從
つ
て
財
政
•
經
濟
の
織
れ
合
ひ
も
、
.之
I

ベ
て
の
か
た
I

取
，i

げ
る
こ
と
は
困
難
で 

あ
る
。
そ
こ
で
兩
者Q

結
合
關
係
を
明
示
，す
る
た
め
に
は
；
之
を
一
應
單
純
な
る
形
式
に
還
元
し
て
、
兩
者
に
於
け
る
_

證

の

關 

聯
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

：

_.:

財
政
と
經
濟&

過
程
とQ

關
係
を
最
も
單
純
な
る
形
で
示
す
，

に
レ
ブ
ケ
が
あ
る
。
彼
れ
に
よ
t

、
國
家Q

需
要
を
充
足
す
る

手
段
は
何
處
か
ら
坐
ず
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
最
も
筑
要
な
問
題
で
あ
る
0

こ
の
問
題
に
答
へ
る
た
め
に
、
吾
々
は
先
づ
經
濟
的
總
愚
程 

を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
過
程
は
ニ
つ
.の
側
即
ち
財
貨
の
側
.と
貨
幣
の
側
と
か
ら
考
へ
ら
れ
る
9
第
ー
に
財
貨
の
側
か
. 

ら
い
ふ
と
、
公
共
需
要
の
充
足
に
必
要
な
る
有
ら
ゆ
る
種
類
の
手
段
は
財
貨
並
び
に
行
爲
の
形
態
で
調
達
せ
ら
れ
るo

い
ま

一年
を
時 

間
的
單
位
と
し
て
い
へ
ば
、
こ
の
如
間
に
生
產
さ
れ
た
結
艰
が
社
會
的
生
産
物
で
あ
り
、
こ
れ
が
消
譽
禅
生
序
蓄
積
•
集
合
需
要
に
配 

分
さ
れ
る
。
，次
に
貨
幣
の
側
か
ら
考
察
す
る
と
、
斯
る
社
會
的
生
產
物
は
社
會
の
總
所
得
と
し
て
現
れ
、
こ
の
所
得
は
價
将
_
成
0
過 

程
を
：迎
じ
て
绝
糜
參
加
者
の
全
體
に
配
分
さ
れ
る
。
然
し
總
所
得
は
同
時
に
總
合
需
要
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
通
じ
て 

社
會
的
坐
靡
物
は
消
費
•

!?
坐
產
•
蓄
積
•
集

合

需

要

と

い

ふ

や

、ぅ

な

諸

種

の

需

要

'形
態
に
.、
配
分
さ
れ
る
と
同
時
に
、
更
ら
に
連
續
的
生 

產
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
尙
ほ
消
費
*
洱
生
.產
並
び
に
蓄
積
は
、
.個
人
の
所
得
俠
用
と
：し
て一

部
分
は
消
費
さ
れ
、
一
部
分
は
貯
蓄 

さ
れ
る
。
然
ら
ば
國
家
は
如
何
な
る
方
、法
で
こ
の
過
程
に
結
び
つ
き
-
如
何
に
し
て
社
會
的
生
產
物
の
一
部
分
を
集
合
需
要
の
充
足
の 

た
め
に
收
得
す
る
で
あ
ら
ぅ
か
。

第
一
に
國
家
は
自
己
の
營
利
企
業
に
ょ
つ
て
自
ら
社
會
的
生
產
物
の
，坐
產
に
從
事
し
、
從
つ
て
こ
の
點
で
市
場
に
於
け
る
慣
格
構
成 

に
携
は
る
の
で
あ
る
。
こ
、
に
經
濟
過
程
の
領
域
內
に
於
け
る
國
家
の
自
己
收
入
が
あ
る
。斯
る
收
人
"は
國
家
の
本
源
的
收
人
と
稱
ぼ 

れ
る
。
親
し
其
は
一
般
的
所
得
構
成
の
過
程
か
ら
直
接
に
生
ず
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
國
家
は
.必
要
な
る收
A
を
個
々
の
經
濟
單
位
の中
に
旣
：に
鞲
成
せ.ら
れ
た
る
收
入
の
中
か
ら
.獲
得
する
。斯
る
次
入
は
前
述 

.

.
の本
源
的
收
入
に
對
し
て
國
家
の
派
坐
的
收
入
と
言
は
れ
る
。
こ
の
派
生
的
收
入
は
い
ろ
い.ろ
な

.形
て
這
入
：つ
て
來
る。(

1)

强
制
的 

財
政
e
經
濟
的
過
程一
 

ニ
.五
.

C

六
八
：

D
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一I

六

(

六
八
二
0 

1
1

般
に
公
課
と
稱
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
粗
稅
•
手
數
料
•
特
別
課
徵
で
あ
る
。
今
日
そ
の
.最
も
重
要
な
る
も
の
は
祖
稅
で
あ 

り
"

此
は
社
會
的
生
產
物
の
一
部
を
貨
幣
の
形
で
國
家
に
强
制
的
に
移
轉
す
る
も
の
で
.あ
る
。

2

0
購
買
力
が
國
家
の
自
由
意
志
に
ま 

か
さ
れ
て
ゐ
る
場
合一

<
ィ)

返
濟
の
義
務
な
き
贈
與
•
寄
附
。(

.ロ)

自
凼
意
志
的
な
購
買
力
の
移
轉
に
對
し
て
報
償(

利
子)

の
支
拂 

義
務
あ
る
も
の
即
ち
公
債
で
あ
る
。
此
は
國
家
破
産
の
場
合
を
除
い
て
は
、
他
の
手
段
調
達
の
延
期
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
r
3 i)  

ィ
ン
フ
レK

シ
ョ
ン
收
人
。
こ
れ
は
國
家
が
策
略
的
に
社
會
的
生
產
物
を
得
る
方
法
で
あ
る
。
即
ち
國
家
は
必
要
な
る
社
會
的
生
産
物 

を
得
る
た
め
に
購
買
力
を
作
り
出
す
。
こ
の
方
法
に
よ
る
と
、
も
と
の
購
買
力
所
有
者
は
そ
れ
だ
け
實
收
人
が
減
る
譯
で
あ
る
c
l)

o 

c
l
.

)
^

5
p

k
e

,

 F
in
an

zw
isse

n
sch

aft,.  ss.  

2
?
2
S
.

か
く
て
レ
プ
ケ
は
國
家
收
入
と
經
濟
的
總
過
程
を
次
の
如
き
單
純
な
圖
表(

第 

ー
1|)

；で
示
し
て
ゐ
る
。

.

こ
の
圖
表
で
、A

.,  

B
,  

C
,  

D
,  

E
,  

F
,:

:
は
各
個
別
經
濟
を
：示
す
。
國
家
は
こ
れ
等
の
個
別
經
濟
か
ら
派
生
的

收
入
を
獲
得
す
るo  

ま
た
國
家
は1

般
生
產
機
權
に
這
入
り
込
ん
で
本
源
的
收
入
を

收
得
す
る
。
さ
ぅ
，し
で
こ
の
ニ
個
の

收
入
を
以
て
集
合
需
要
を
充
足
す 

る
の
で
あ
る
。
尙
ほ
左
の
_
表
で
は
.、
白
地
及
び
細
線
が
一
般
私
經
濟
現
象
を
表
.は
し
、
横
線
地
及
び
太
線
が
財
政
現
象
を
示
し
て
ゐ 

る
。
斯
く
て
吾
々
’は
レ
プ
ケ
の
圖
表
に
.よ
つ
て
、
財
政
と
私
經
濟
と
が
社
會
的
坐
產
物
若
し
く
は
社
會
總
所
得
に
如
何
に
結
び
つ
け
ら 

れ
て
ゐ
る
か
を
11
解
す
る
こ

と
が
出
來
る
。

併
し
乍
ら
こ
の
圖
表
は
余
り
に
簡
單
で
、
彼
れ
自
身
吿
©

す
る
や
ぅ
に
明
瞭
と
完
全
と
を
保
し
難
い
?

^

得
と
總
需
要
と
を
斷 

ち
切
つ
て
兩
考
の
構
成
を
明
瞭
す
る
程
度
に
す
ぎ
な
い
0
特
に
こ
の
圖
表
に
よ
つ
て
は
、財
政
•經
濟
を
繞
る
財
流
動
の
杉
式
が
全
然
示

rt
J
l
i
r
i
CB
lrc

Jか

浮

峰

3

旰

碑

3

(

>>
猫

埘

3

$

.

^

^

3

綳 _ 0|>肅

財
政W

細
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過
程

七

(
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八
三)



財
政
i

洚
的
置 

二

八

(

六
八
因)  

さ
れ
て
ゐ
な
いQ

で
あ
る
。
た
姦
鲁
的
塞
物
が
國
民
經
濟Q

過
程
を
管
て
財
政
と
私
經
濟
と
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
樣
相
は
、 

こ
の
圖
表
に
ょ
つ
て
全
面
的
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
故
に
吾
々
は
是
を
以
て
財
政
と
經
濟
的
過
段
と
を
識
る
た
め
の
出
發
點
と
す
る
こ
と 

が
出
來
る
で
あ
t

o

さ
ぅ
い
ふ
意
味
で
、
レ
プ
ケ
の
圖
表
は
先
づ
最
初
に
理
解
さ
れ
ね

ば

I

ぬ

と

.思
ふ

。 

c
l)

 

W
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經
濟
6 '
納
過
程
に
於
て
財
流
戤
の
形
式
を
關
表
化
し
た
も
0
に
コ
ル
A
が
あ
る
。

コ
ル
ム
に
於
け
る
公
共
經
濟
と
私
經
濟
と
の
組
織 

分
類
に
つ

%

て
は
旣
に
^

べ
た
が
、
改
め
て
こ
れ
等
組
織
を
繞
る
財
流
動Q

形
を
.說
か
ぅ
。
而
し
て
彼
れ
の
所
得
循
環
の
圖
表
を
說
明 

す

る

前

に

一

應
彼
れ
の
構
想
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
は
た
C
に
圖
表
理
解
の
前
提
た
る
の
み
な
ら
ず
、
現
代
財
政 

論
の
一
つ
の
新
し
い
方
向
を
も
示
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

コ
ル
ム
に
從
ふ

と

現
代
經
濟
生
活
に
於
け
る
最
も
馨
な
る
社
會
的
權
成
體
は
一
方
に
於
て「

家
S t」

で
あ
り
、他
方

に

於
て「

企
業」 

で
あ
る
。
而
し
て
國
家
の
重
要
な
る
經
濟
的
作
用
は
、(

1)

支
配
權
ヵ
の
把
持
者
と
し
て
の
國
家
と
■、(

2)

給
付
組
織
の
把
持
者
と
し 

て
の
國
家
と
に
分
た
れ
る
。
こ
の
一一

つ
は
互
に
極
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
ゐ
るo

此
亥
配
權
力
と
し
て
の
讓
は
國
民
の
行
爲
に
對 

し
て 

一
好
範
を
命
す
る
：5
ブ
に
荡
く
。
然
る
に
と
の
國
家
の
產
權
ヵ
が
样
在
す
る
と
い
ふ
事
實
は
旣
に
何
等
か
の
公
的
給
付
組
織 

を
前
提
と
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
規
範
及
び
規f-

Q

制
定
は
楚
行
政
給
付
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。Z

J
S

家Q

給
付
組
織
は 

其

社

會

學

的

蒙

獲

に

於
w

f
 

t
形
H

、
ま
た
雷
的
に
為
本
的
な
推
f

經
て
ゐ
る
。
即
H

制Q

時
代
に 

於

て

は

國

家

の

翁

組

織

は

大

望

侯

の

屋

國

家

と一

致
し
た
。
從
つ
て
こ
の
場
合
、
讓
の
給
付
組
織
は
之
を一

個
の
國
家
家

計
と
言
0
,

て
よ
い
0
然
る
に
今
日
で
は
國
家
主
權
者
若
し
く
は
國
家
代
表
者
の
家
計
と
國
家
給
付
組
織
と
の
間
に
は
何
等
の
關
係
も
な

い
の
で
.あ
る
0(

1)

。

： 

'

C
o

l
m

,

 

».
 

a
.

 

o. 

s
s
*

 

4
-
5

*

然
ら
ば
こ
の
給
付
組
織
と
し
て
の
公
經
濟
と
市
場
經
濟
の
區
別
は
ど
ぅ
か
。

コ
ル
ム
は
、
こ
の
相
異
の
.基
準
と
し
て
，「

何
が」
相
異 

す
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
て
、

「

如
何
に」

相
異
す
る
か
が
說
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
つ
て
ゐ
る
。
即
ち
組
織
自
體
に
相
異
が
あ
る 

の
で
は
な
く
て
、組
織
の
方
法
が
異
0
て
ゐ
る
の
.で
あ
る
。
そ
れ
で
は
兩
者
間
に
'如
何
な
る
方
法
の
相
異
が
あ
る
か
。
彼
れ
に
よ
る
と
、 

市
場
經
濟
組
織(

企
業)

は
個
人
の
所
得
使
用
に
よ

り

、

ま

た
總
所
得
の
高
さ
及
び
配
分
に
よ
り
、
同
様
に
現
存
の
評

價

組

織

に
よ
り
決 

定
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
P
需
要
に
應
じ
.て
生
產
す
る
。
然
る
に
國
家
の
給
付
組
織
は
審
議
機
關
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
。
現
代
デ
モ
ク 

ラ
シ
ー

に
於
て
は

、

結
局
懂
會
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
0
從
っ
て
經
濟
的
行
爲
の
内
容
^

私
經
濟
で
は
全

く

自
由
意
志

的
で
あ
り
"
國

家

：に

於

て

は

{#

議
機
關
の
議
決
に
戡
く
。
こ
れ
が
私
的
市
場
經
濟
と
公
的
强
制
經
濟
又
は
組
織
體
經
濟
ふ
の
邀
本
的
な 

相
異
で
あ
る
c
l

w
o
.

(
)

Q
oo

l
n
 ̂a

.  

w. 

p
 

&•10-
11.

か
介
ぅ
に
市
場
經
濟
と

.公
經
濟
と
は
組
織
の
方
法
に
於
て
異
っ
て
ゐ
るが
、
同
時
に
こ
の 
一5

は
五
に
結
び
っ
い
て
一
っ
の全
禮
浊 

を
權
成
す
る

°
こ
の
相
關
性
は
次
の
三
點
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
0 

(

1)

*
こ
の
兩
組
織
の"任
務
と
す
る

®
域
は|  

C
Y

の
解
け
ざ
る 

作
用
關
聯
に
織
り
込
ま
れ
て
ゐ
る
。
公
的
給
付
な
く
し
て
财
、
市
場
經
濟

Q

流
通
は
考
へ
ら
れ
な
い
し
、
；ま
た
公
的
活
動
は
市
場
經
濟

宝

(

六
八
芒



财
f

經
濟
的
過
程 

’ 

1

3 

(

六
八
六)

を
前
提
と
す
る
。(

4

公
的
給
付
も
私
經
濟
も
共
に
一
個Q

所
得
使
用
眞
い
て
ゐ
る
。
’總
所
得
は
人
的
及
び
物
的
生
産
力y

よ
っ 

て
決
淀
さ
れ
る
が
、
こ
の
坐
產
力
は
兩
組
織
の
自
由
に
委
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
雨
組
織
は
此
生
産
力
に
共
通
の
蒙
を
も
っ
の
で
あ
る
。 

(

3)

、
市
場
經
濟
も
財
政
も
共
に
國
民
の
吾
體
的
需
要
組
織
に
外
な
，ら
ぬ
9

W
。 

,

(

2〕
G

,  

c
o

ls
,  a

.  a
.  

p
 SS

.1
2
,1

3
.

斯
く
て
市
場
經
濟
と
財
政
と
の
相
異
性
、
相
關
性
は
略//

明
ら
.か
と
な
っ
た
が
、
更
ら
之
を
明
瞭
に
す
る
た
め
に
*
國
家
經
濟
の
活 

動
領
域
を
市
場
經
濟
と
の
關
聯
に
於..

て
示
し
て
み
よ
ぅ
。

コ
ル
ム
に
よ
：
る
と
、

國

家

の

‘機

能

は

次

の

四

0
に
分
た
れ
る
0

第

.

一

は
市
場
と
直
接
に
は
齡
係
の
な
い
國
家
任
務
で
あ
る
。
こ
の
國
產
務
は
國
家
の
存
在
自
體
の
た
め
に
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、 

ま
及
他
の
總
べV

の
國
家
行
爲
の
前
提
と
な
る
任
務
を
意
味
す
る
。
是
は
國
家Q

定

有

に

よ

っ

て

生

ず

る

機

能

の

.遂1

了
で
あ
っ
て
、
こ 

の
場
合
先
づ
問
題
.と
な
る
の
は
、
國
家
意
志
構
成
と
內
的
•
外
的
'な
權
カ
_
實

性

と

，

で
あ
る
？

第
こ
は
市
場
經
濟
の
流
通
の
條
件
た
る
國
家
任
務
で
あ
っ
て
、
コ
ル
ム
は
之
を
市
場
經
濟
に
.對
す
る「

生
產
要
因」

と

し

て

承
す
こ
と 

が
出
來
る
と
言
っ
て
ゐ
る
。.
此
生
產
要
因
と
し
て
の
讓
給
付
は
、
彼
れ
に
よ
る
と
、
二
っ
に
分

け

ら

れ

る

。

一.は

一
般
的
國
家
給

付
 

であって其は風有财產

o
議
一
般
證
の
保
證
、货

m
制

度

の

秩

序

、

國

家

政

策

に

よ

.る

販

路

の

開

拓

と

い

ふ

が

か

き

一

般 

に
利
益
を
與
へ
る
國
家
職
務
を
意
味
す
る
。
他
は
特
別
處
辱
あ
っ
て
、

一
定
の
企
業
家
達
に
役
立
っ
如
き
國
家
給
付
で
あ
るo  

.
第
三
は
市
場
經
濟
■と
並
ん
で
、
若
し
く
は
市
場
經
濟
の
S

兀
と
し
て
種
々
な
る
文
化
施
設
を
行
ふ
べ
き
國
家
の
任
務
で
あ
るo

例
へ

ば
、
國

民

敎

亨

國

暴

生
•
公

窟

樂

•公

設

住

寒

Q

文

化

襲

を

行

ふ
た
めQ
國
家Q

職
能
は
そ
れ
で
あ
る
。

.

第
四
.は
市
場
經
濟
に
對
し
て
干
渉
す
る
國
家
の
任
務
で
あ
る
。
國
家
は
市
場
經
濟
に
對
す
る
條
件
を
作
り
m

す
の
で
あ
る
か
ら
、
其 

は
市
場
經
濟
を
促
進
し
又
は
統
制
す
る
干
渉
を
行
ふ
こ
と
が
出

來

る

o

促
進
的
干
渉
に
っ
い
て
い
ふ
と
、
先
づ
國
家
の
干
渉
に
は
、
市 

場
經
濟
の
自
働
的
流
通
に
適
應
し
、
無
意
識
的
な
經
濟
繼
を
意
識
的
に
促
進
せ
ん
と
す
る
干
渉
が
あ
る
。
次
に
生
產
流
通
を
促
進
す 

る
手
段
が
あ
る
。
こ
れ
は
坐
產
邀
礎
の
維
持
に
役
立
つ
も
の
と
謂
っ
て
よ
い
。
促
進
的
干
渉
は
市
場
經
濟
を
補
充
す
る
が
、
統
制
^

干 

渉
は
市
場
經
濟
の
機
_
を
變
化
せ
し
め

る

。

即
ち
こ
の
場
合
*
市
場
經
濟
的
法
則
か
ら
坐

ず

る
配
分
と
價
格
構
成
と
に

干
渉
し
て
-

そ 

、
の
作
用
を
調
節
統
制
す
る
の
で
あ
る(

1〕

。

(

1〕
v

g
l.,G

.  

C
o
lm

,  a.  a.  

o.
 Ss.  

18-： 34.  

D
ers.,  T

h
e

 T
heory.'  

o
f  .public  

expenditures  .(A
n
n
a
F
Ja

n
u
a
ry

；  19S
6  

ン p
p
.  

5-G.

五

斯
く
て
國
家
活
動
の
脆
圍
は
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
次
に
社
會
的
生
產
物
を
繞
っ
て
私
的
生
產
と
公
的
給
付
と
が
如
何
に
參
加
し
て 

ゐ
る
か
を
、
苒
び
コ
ル
ム
の
あ
げ
る
圖
表
に
よ
っ
て
示
さ
ぅ
。
こ
の
圖
表(

第
一
ー
圖)

は
前
揭
の
レ
プ
ケ
の
圖
表
を
補
充
す
る
も
の
と
思 

は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ

の
_
表
の
數
字
は
社
會
的
坐
鹿
物(

國
民
所
得)

の
百
分
率
で
あ
っ
て
、

一
.
九一

一
八
丨
ー

1

九
年
の
ド
ィ
ツ
統
計
に

從
って

計

算

さ

れ

 

て
ゐ
る
。
ド
ィ
ツ
に
於
け
る
公
共
經
費
に
要
す
る
社
會
的
坐
產
物
の
五
〇
％
は
、
鐵
道
業
及
び
公
有
の
公
益
事
業
め
如
き
市
場
經
濟
の 

價
格
機
糨
に
よ
つ
て
奪
ら
支
配
さ
れ
る
公
企
業
の
經
費
を
含
ん
で
ゐ
る
0

又(

全
體
の
一
六
^
だ
け)

國
內
の
移
轉
的
經
S
を

含

み

、

其 

經
費
を
通
じ
て
納
税
者
S

幣
が
救
恤
登
錄
者
、出
征
軍
人
S

、
公
債
證
麄
有
煑
び
補
助
金
彥
事
業
等
に
移
さ
れ
る
。
此
等
の
.

财
f

韶
濟
的
過
程
：
 

三」
(

六

八

七

〕



钇的消費の在め 

にfヲふ生産者の

.ィ 私釋濟的生産： 

(5 0)

私 的 生 産 賊給付 ( 純)

間 接 公 共 統 制 の 領 域
广 ■■ :•■■■一’  、，

公 共 經 費

公共行政

K參
公企業

公
憤
.
費
：摘

助

金
6) 

.救
濟
手
富
.

m
ff
i
軍
人
恩
袷
a

賠

償

金
友
拂
⑶

財
政
«
經
濟
的
過
程

圖第

杜 會 的 生 産 物

.三
ニ 

(

六
八
八)

移
赙
的
經
費
は
私
的
消
費
の
.た
め
.の
.私

的

生

產
( o

'
量
額
を
必
ず
し
も
減
少 

せ
し
め
な
い
が
、
所
得
の
分
配
に
影
響
す
る
の
：で
あ
る
0
公
共
經
费
に：

要 

す

る

社

會

的

坐

產

物

：の

他

の

H

ハ
^
は
、
司
法
、
國
民
敎
育
及
び
軍
隊
の 

如
き
公
共
的
給
付
'の

經

費

を

：示

し

て

ゐ

る

。

其

等

.の

經

費

は

消

耗

的

經

费 

と
稱
せ
ら
れ
る
が
、
其
理
E t
l

は
勞
働
及
び
勞
働
の
生
産
物
に
對
す
る
^

#

 

需
要
を
录
す
か
ら
で
あ
.る
。
其
は
公
共
的
使
用
の
た
め
の
私
的
生
^
を
示 

す
。
公
共
的
活
動
の
領
域
の
廣
E

な
る
ド
ィ
ツ
に
於
て
す
ら
も
、
社
會
的 

坐
產
物
の
九
一
一
涔
が
年
々

市
場
經
濟
主g

に
#

っ
て
供
給
さ
れ
た
が
、
但 

し
'其

一
部
分
は
政
府
所
有
に
於
て
或
は
政
府
使
用
の
た
め
に
坐
產
さ
れ
、 

又
間
接
に
は
賃
銀•

價
格
及
び
利
子
等
に
關
す
る
政
府
の
干
渉
に
ょ
っ
て 

多
く
の
方
法
に
於
て
統
制
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
他
の
諸
國
の
大
多
數 

に
と
つ
て
は
、
之
に
相
應
す
る
比
率
は
尙
ほ一

曆
大
で
あ
ら
ぅ
と
彼
れ
は 

說
い
て
ゐ
る(

1)

0 

-

(

1

)

o
. 

C
OI3
, T

h
e

 T
h
e
o
ry

 

o
f  

I
G
sr
o-e

x
p
e
n
d
itu

re
s  p

p
.,  8

-
9

,

前
掲
邦
譯
.二 
五
丨
ニ 
六
頁

こ
，の
_
表
及
び
說
明
は
レ
ブ
ケ
の
‘そ
れ
と
同
じ
ゃ
ぅ
.に
社
會
的
生
產
物
の
分
野
を
示
す
だ
け
で
ぁ
る
。
財
流
動
の
狀
態
は
全
然
說
か

れ
て
ゐ
な
い
。
進
ん
で
吾
々
は
此
循
環
の
態
檬
を
明
ら
か
に
し
よ
ぅ
。

財
政
に
於
げ
.る
支
出
形
態
と
し
て
の
國
家
經
濟
は
固
有
の
行
政
給
付
と
貨
幣
給
付
と
に
分
た
れ
る
P
前
者
改
國
家
が

其

任

務

•
目

的

を 

遂
行
す
る
に
當
つ
て
错
消
耗
す
る
と
こ
ろ
の
經
費
で
あ
り
、
後
者
は
所
得
の
單
な
る
移
動
を
意
味
す
る
經
費
で
あ
る
。
行
政
給
付
は 

.政
朐
が
勞
働
力
を
取
得
す
る
た
め
の
人
件
費
及
び
有
形
財
を
取
得
す
る
た
め
の
物
件
費
と
し
て
市
場
，に
於
て
支
拂
は
れ
、
貨
幣
給
付
は 

債
務
の
.元
利
金
•
恩
給
•
年
金
•
補
助
金
•
獎
勵
含
支
柳
と
■な
つ
て
個
人
經
濟
に
復
歸
す
る
。
國
家
經
費
は
そ
の
何
れ
の
給
付
た
る
を
問 

は
ず
、
常
に
國
民
經
濟
に
還
流
し
、
直
接
間
接
に
國
民
經
濟
上
の
生
產
に
影
響
を
與
へ
る
の
で
あ
る
0
.經
費
を
支
辨
す

る

め
の
收
入

S

,

財
f

經
濟
的
過
程

.
 

s
 

0

S



親
 

w
i
 
的
過
^

三 r

 

(

i
o

o
.

が
國
家
組
織
に
流
入
し
、
續
い
.て
豫
#

の
機
_
を
通
じ
て
流
出
す
石
給
付
が
洱
び
國
民
經
濟
上
の
營
利
事
業
に
復
歸
す
る
過
程
、
即
ち 

市
場
經
濟
及
.び
財
政
を
通
ず
る
所
得
の
循
環
を
、
コ.ル
ム
は
前
揭
の
ニ
っ
の
|1
1
表(

1)

で
添
し
で
ゐ
る
.

。

- 

此
第
三
圖
、第

！
：

圖
は
共
に
說
明
を
簡
單
に
す
る
た
め
に
、
單
ー
税
の
み
の
存
在
を
假
定
す
る
。
先
づ
第
三
圖
に
ょ
っ
て
所
得
の
循
環 

を
談
明
せ
ん
に
、
此
場
合
の
營
業
收
益
税
は
國
家
組
織
を
通
じ
て
收
入
豫
弊
に
計
上
せ
ら
れ
、
其
は
#
び
同
額
の
支
出
と
な
っ
て
國
家
組 

織
中
に
稗
入
し
、
こ
\
:

で
人
件
費
と
物
件
費
と
に
ー
一
分
さ
れ
.る
。
人
件
費
は
官
吏
其
他
の
棒
給
で
あ
る
が
、
此
俸
給
額
は
市
場
に
於
け

る
財
貨
の
需
要
と
な
っ
て
營
利
事
業
に
流
人
す
る
。
而
し
て
他
の
一
半
た
•る
物
他
費
は
直
接
市
場
に
於
け
る
財
貨
の
需
嬰
を
意
味
す
る

■ 

:
■
■- 

. 

■ 

* 

.

.

か
ら
、
そ
の
ま
、
營
利
事
業
へ
流
れ
込
む
。
從
っ
て
市
場
に
於
け
る
營
利
事
業
か
ら
言
へ
ば
、營
利
收
益
稅
と
し
t

國
家
に
ょ
り
强
制
獲 

.

. 

„ 

. 

.

得
さ
れ
る
も
の
は
、
洱
び
國
家
の
支
出
の
形
で
市
場
の
需
要
と
し
て
現
れ
る
の
で
、
其
は
絕
ぇ
ず
營
利
事
業
と
國
家
組
織
と
の
間
を
循

環
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o
.

故
に
營
利
事
業
の
純
生
產
價
格
か
ら
租
稅
額
を
差
し
引
い
た
殘
り
の
收
益
が
、賃
銀
•
企
業
裳
利
得
•
利

子

•
配

當
と
な
っ
て
資
本
所
有
者
•
生
産
者
の
手
中
に
も
ど
り
、
こ
の
資
本
所
有
者
*
生
產
考
は
稗
び
こ
れ
を
營
利
事
業
に
投
入
す
る
の
で
あ
る
。

.

 

* 

.

 
*
 

W
 

.

 

-

 

•

'
笫
四
_
.
に
於
’て
は
、
所
得
税
の
み
を
想
定
し
て
ゐ
る
。
即
ち
银
產
者
•
螢
本
所
有
者
か
ら
强
制
獲
得
せ
ら
れ
る
所
#

は
、先
づ
國
家
組

.

•

 

.

 

•

J‘

 

•

 
>
 

-

 

If
 •

 
<

. 

•

 

•

 

- 

• 

• 

*

織
を
通
じ
て
其
ま
、
豫
箅
に
計
上
せ
ら
れ
、.'歳
人
歲
出
の
形
で
稗
び
國
家
組
織
に
流
入
す
る
。
' 而
じ
.て
.こ
、
で
其
は
人
仲
载
と
物
件
費 

と
に
分
た
れ
、1

半
ば
宫
进
其
他
の
手
を
通
じ
て
市
場
に
於
け
る
財
貨
の
需
要
と
な
り
、
他
.の一

半
は
市
場
に
於
け
る
財
貨
の
直
接
需
要

と
な
っ
て
、
孰
れ
も
國
民
經
濟
‘上
の
營
利
事
業
へ
投
入
さ
れ
る
。
營
利
事
業
に
於
て
は
、
第
三
圖
に
於
け
る
如
き
國
家
の
强
制
獲
得
が

-  

'  

'
 

.

な
い
た
め
*
其
純
生
產
價
格
は
その
ま
\
賃
銀

•企
業
者
利
得

•利
子

•配
當
と
し

.て
生
産
者
•
資
本
所
有
者
に
移
轉す
る
。

.生
商
者
•資
本

所
有
者
は
取
る
所
得
を
^
:
見
と
反
得
税
支
拂
と
營
利
囊
へQ

利
用
と
.に

む

け

る

。

從

つ

て

.斯

る

所

得

税

は

國

證

織

を

通

じ

て

營

利
 

事
業
へ
流
動
し
、
其
純
生
產
價
格
と
な
つ
て
稗
び
生
產
者
•
資
本
所
有
者
に
循
環
し
て
來
る
の
で
あ
る
。 

•

:

•
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卷
宋
揭
,

4
等
のa

t

表
に
.よ
つ
て
吾
々
は
市
場
經
濟
及
び
財
政
を
通
ず
る
所
得
の
循
環
を
識
る
こ
と
が
出
來
る
。
然
し
そ
の
示
す
と
こ
ろ
は
單 

に
震
の
過
程
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ
の
過
程
が
樣
々
な
る
社
會
的
要
因(

例
へ
ば
勢
力
關
係
其
他)

に
よ
つ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
a ：
實 

で
あ
り
-
然
か
も
か
や
ぅ
な
現
實
的
重
要
性
を
も
つ
た
事
實
が
全
く
捨
象
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
こ
の
圖
表
の
大
な
る
欠
陪
で
あ
るo

假
り 

に
こ
の
種
の
捨
象
を
姑
く
許
す
と
し
て
も
、
此
等
の
圖
表
が
共
に
單
ー
稅
の
存
在
を
想
定
し
て
ゐ
る
の
は
、
說
明
を
迆
だ
し
く
抽
象
的 

な
も
の
と
し
て
ゐ
る
。
複
雜
な
■

簾

を

も

ち

、
且
つ
其
轉
嫁
•
作
用
が
極
め
.て
多
面
的
な
る
現
實
財
政
を
一
磐
濟
的
糧
と
の 

關
聯
に
於
セ
示
す
圖
形
と
し
て
は
、
其
は
余
り
に
單
純
な
る
形
態
に
還
一兀
さ
れ
す
ぎ
て
ゐ
.るo,

尙
ほ
國
家
々
計
と
私
經
濟
的
家
計
と
を
分
け
て
、
此
間
に
於
け
る
敗
會
的
生
產
'物
の
循
環
形
式
を
示
す
も
の
に
ブ
フ
ラ
ィ
デ
ラ
ア
が 

あ
る
。

次
，の
ニ
圖
表
が
前
揭
コ
ル
.ム
の
圖
表
を
纛
と
す
.る
こ
と
は
明
ら
か
•で
あ
る
o
.
而
し
て
線
は
實
質(

消
耗)

的
經
費
、
點
線
は
f

的 

經
費
を
示
す
。
第
五
圖
に
於
て

は
、租
税
は
企
業
よ
り
、
第
六
圖
に
於
て
は
直
接
私
經
濟
の
家
計
よ
り
徵
收
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
るo

第 

I

に
よ
る
と
、
生
產
_

に
參
加
せ
f

の
の
報

酬(

勞
賃
•
利
子
•
地
代
•
譽
金
及
び
其
他
利
潤)

を」

8

單
位
、
官

君

勞 

務
に
對
す
る
報
酬
を
ニ
0
単
位
と
す
る
？
國
家
は
企
業
の
仲
介
を
通
じ
て
四
〇
単
位
を
租
税
と
し
て
收
得

す

る

。

而
し
て
國
家
の
收
得 

財
政w

經
濟
的
過
？程

H .
五

C

H

)

1



あ
る
。
從
つ
て
そ
の「

實
質
的」

價
楮
即
ち
坐
產
物
に
於
て
表
示
さ
れ
た
る
價
格
も
同
樣
.で
あ
る
|0
尙
ほ「

貨
幣
の
側」
に
於
て
も
可
等
變 

化
が
な
い
か
ら
そ
の「

名
.目
的
L
價
格
、
貨
幣
に
於
て
表一

ポ
さ
れ
た
る
債
格
も
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
租
税
は
最
早
企
業
收 

益
か
ら
で
は
な
く
て
、
直
接
に
所
得
か
ら
安
拂
は
れ
る
か
ら
.

坐
產
物
の
價
格
は
必
然
的
に
變
化
す
べ
き
、で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
然
う
な 

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
藎
し
所
得
の
/
一
 

部
は
家
計
の
領
域
で
租
稅
と
し
て
獲
得
せ
ら
れ
、
市
場
經
濟
の
坐
產
費
を
超
え
る
價
格
を
交
拂
ふ 

た
め
の
現
#
購
買
カ
と
は
為
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。 

.

事
實
に
於
て
は
、
決
し
て
こ
れ
等
ニ
課
税
形
態
の一

つ
だ

；

け
が
あ
る
譯
で
は
な
い
。
併
し
乍
ら
、
吾
々
は
前
提
ニ
圖
の
示
す
！
理
に 

ょ
り
、
二
形
態Q

結
合
し
て
、
循
環Q

形
式
を
容
易
S

識
す
る
.こ
と
が
出
來
る
。
總
てQ

他

の

議

' 
例
へ
ぱ
市
場
經
濟
で
あ
ら
う 

が
强
损
經
濟
で
あ
ら
う
が
、
寄
^ '
經
濟
で
あ
ら
う
が
.若
し
く
は
信
用
經
濟
で
あ
ら
う
が
、
其
れ
等
は
皆
こ
、
に
表
し
た
標
準
に
給
つ 

て
明
瞭
に
循
環
圖
に
分
析
さ
れ
、
社
會
的
生
產
物
の
總
額
に
對
し
，
ま
た
公
經
濟
及
び
私
經
濟
間
に
於
け
る
社
#
的
生
産
物
の
分
配
に 

對
し
て
も
つ
と
こ
ろ
の
其
意
義
に
甚
い
て
決
定
さ
れ
る(

l
v0
<?
:
彼
れ
は
言
つ
て
ゐ
るo

此
ブ
フ
ラ
ィ
デ
ラ
ア
の
圖
表
に
對
し
て
、
コ 

ル
ム
に
對
す
る
と
同
じ
批
評
を
與
へ
得
.る
こ
と
は
、
こ
X
に
改
め
て
說
く
ま
で
も
あ
る
ま
い
o
:
. 

. 

.
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更

ら

に

.
フロ.ィ
デ
ン
べ
ル
グ
は
補
助
金
を
論
じ
て
市
場
經
濟
と
國
家
經
濟
に
於
け
る
循
環
問
題
を
說
い
て
ゐ
る
。
彼
れ
に
ょ
る
と
、 

補

助

金

と

は

*

私

的
若
し
く
は
公
的
營
利
經
營
に
流
れ
込
み
且
つ
市
場
經
濟
的
報
償
と
し
て
受
取
つ
‘た
財
貨
及
び
給
付
と
は
解
す
べ
き 

で
な
い
と
こ
ろ
の
公
共
體
の
有
ら
ゆ
る
吏
出
で
あ
る
C

A

Oか
言
に
廣
義
な
補
助
金
は
促
進
的
補
助
金
と
維
持
的
補

助

金

と

に

分

た

-

l

i

l

.

1 

三
..七 

I

s

( 第 ' 五 圖 ) : ' ,
■ . ■ - i .

圖六年C

財
政V

經
濟
时
過
程
.‘

H六

(

.六
九
•ニ〕

す
る
.四Q

單
位
の
中
、
ニ
〇
單
位
だ
け
が
官
吏
の
勞
務
の
支
拂
と
な
る
か
ら
、
.ニ
〇
単
位
は
國
家
.の
手
に
殘
存
す
る
。
斯
る
淺
存
ニ
〇 

單
位
を
以
て
、
國
家
は
企
業
の
生
產
物
を
需
要
す
る
か
ら
、
此
社
會
的
生
產
物
.に
對
す
る
總
合
需
要
は1

四
0
單
位
と
な
る
。
こ
れ
が 

第
五
圖
の
內
容
で
あ
る
。
第
六
圖
は
こ
れ
と
益
く
同
一
事
'*
を
說
明
し
、
た
-̂
課
稅
の
形
式
が
異
る
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
祖
稅
は
"
企 

業
に
迂
囘
す
る
代
り
に
、
直
接
に
家
計
か
ら
徵
收
せ
ら
れ
.る
。
家
計
が
國
家
經
濟
.に
有
效
的
に
移
轉
す
る
單
位
額
も
、
家
計
が
消
費
者 

と
し
て
生
産
者
の
市
議
濟
的
給
付
を
自
由
に
處
分
す
る
單
位
I

、
_

經
濟
が
官
裹
俸
給
と
し
て
支
拂
ふ
單
位
f

、

1

 

の
場
合
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
故
に
處
分
狀
態
に
於
て
は
、
何
等
の
地
位
の
變
化
も
な
い
。
更
ら
に「

坐
產
要
因」

の
舔
少
性
も
同
|
で



れ
る
。
促
進
的
補
助
金
は
生
產
及
び
企
業
費
用
に
變
化
を
與
へ
、
企
業
を
私
經
濟
的
收
益
性
に
引
き
戾
す
こ
と
を
目
的
とす
る
。
即
ち 

生
產
又
は
企
業
の
建
設
•
完
成
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
補
助
金
は
、
之
が
與
へ
ら
れ
た
る
企
業
に
對
し
て
は
、
投
資
目
的
に
使
用 

し
得
べ
き
自
*
な
る
資
本
額
の
增
加
を
意
味
す
る
。
之
に
反
し
て
、
維
持
的
補
助
金
は
單
に
現
存
の
生
產
を
維
持
す
る
こ
と
が
そ
の
目 

的
で
あ
る
c
l〕

o

と
こ
ろ
で
こ
の
二
っ
意
味
を
も
っ
た
補
助
金
は
經
濟
的
循
環
の
過
程
に
於
て
如
何
に
現
れ
る
か
。
第

七

圖

の

如
 

く
で
あ
る
。
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p
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揭
載

前
の
圖
表
は
單
に
市
場
經
濟
及
び
國
家
經
濟
に
於
け
る
循
環
問
題
と
し
て
の
補
助
金
の
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の 

雨
經
濟
を
通
ず
る
所
得
の
循
環
を
示
し
て
ゐ
る
。
私
が
こ
、
に
引
用
し
た
の
も
專
ら
循
環
の
圖
表
化
と
い
ふ
意
味
か
ら
で
あ
る
。
即
ち 

フa

ィ
デ
ン
べ
ル
グ
は
補
助
金
の
意
味
*
作
用
を
財
政
*
經
濟
を
繞
る
循
環
問
題
を
と
し
て
說
い
て
ゐ
る
が
、
其
阓
表
は
今
吾
々
の
問
題 

と
す
る
財
政
と
經
濟
的
過
程
の
結
合
關
係
を
示
すj

っ
の
阓
表
と
し
て
役
立
ち
得
る
の
で
あ
る
。

斯
く
て
私
は
財
政
と
經
濟
と
の
結
合
關
係
を
社
會
的
组
產
物
の
配
分
を
通
じ
、
ま
た
財
の
循
環
を
繞
つ
て
明
ら
か
に
し
た
？
即
ち
兩 

者
の
構
造
の
基
本
的
關
聯
は
明
®

に
せ
ら
れ
た
と
思
ふ
。
然
し
吾
々
は
此
組
織
的
結
合
の
靜
態
的
理
解
か
ら
、
更
ら
に
兩
者
間
の
現
實 

的
意
味
關
係
を
究
明
す
る
動
態
的
考
察
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
稿
を
改
め
て
說
か
ぅ
。
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